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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) (1) 売上高には、消費税等は含まれていない。 

(2) 第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載をしていない。 

(3) 第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率については、１株当たり当期純損失のため、記載をしてい

ない。 

(4) 従業員数は、就業人員数を記載している。 

(5) 当社は、平成15年９月１日付で、新設合併により設立された会社のため、第１期は平成15年９月１日から平成16年２月29

日までの６ヶ月決算になっている。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

売上高 (百万円) 470,491 887,782 842,009

経常利益 (百万円) 12,662 16,898 19,943

当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 6,705 △4,067 9,088

純資産額 (百万円) 134,235 129,025 140,018

総資産額 (百万円) 612,463 636,879 597,349

１株当たり純資産額 (円) 271.74 261.36 283.92

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 13.24 △8.60 18.24

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― 16.86

自己資本比率 (％) 21.9 20.3 23.4

自己資本利益率 (％) 5.0 △3.1 6.8

株価収益率 (倍) 38.1 ― 36.5

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 10,407 28,717 13,286

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 12,524 △25,303 1,750

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △19,990 5,612 △20,596

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 19,257 28,247 22,965

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
11,829
(6,462)

11,425
(6,137)

9,903
(6,091)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) (1) 売上高には、消費税等は含まれていない。 

(2) 第１期の１株当たり配当額４円には、100周年記念配当１円を含んでいる。 

(3) 第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載をしていない。 

(4) 第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益、株価収益率及び配当性向については、１株当たり当期純損失のため、記

載をしていない。 

(5) 従業員数は、就業人員数を記載している。 

(6) 当社は、平成15年９月１日付で、新設合併により設立された会社のため、第１期は平成15年９月１日から平成16年２月29

日までの６ヶ月決算になっている。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

売上高 (百万円) 442,224 833,870 787,774

経常利益 (百万円) 9,271 9,624 10,820

当期純利益又は当期純損失(△) (百万円) 4,448 △8,698 409

資本金 (百万円) 37,404 37,404 37,404

発行済株式総数 (株) 515,022,356 515,022,356 515,022,356

純資産額 (百万円) 117,389 106,885 106,889

総資産額 (百万円) 536,032 558,582 529,539

１株当たり純資産額 (円) 237.95 216.77 216.85

１株当たり配当額 
(内、１株当たり中間配当額) 

(円) 
4.00
(―)

3.00
(―)

3.00
(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 9.01 △17.64 0.83

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― 0.77

自己資本比率 (％) 21.9 19.1 20.2

自己資本利益率 (％) 3.8 △7.8 0.4

株価収益率 (倍) 55.9 ― 801.2

配当性向 (％) 44.4 ― 361.3

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
8,206
(3,418)

7,904
(3,211)

6,924
(3,351)



２ 【沿革】 

当社は、延宝元年(1673年)三井高利が創業した呉服商「越後屋」を起源とし、明治37年(1904年)その事業を継承

し、株式会社三越呉服店として設立、「デパートメントストア宣言」を発し、その後着実に近代的百貨店の体制を固

めつつ、全国に店舗網を拡充し、平成15年９月、株式会社三越と株式会社名古屋三越、株式会社千葉三越、株式会社

鹿児島三越、株式会社福岡三越が新設合併することにより設立(商号は、株式会社三越を引き継ぐ。)され、現在に至

っている。 

株式会社三越呉服店設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりである。 

  

  

明治37年12月 株式会社三越呉服店として設立。(資本金50万円) 

明治40年５月 大阪店開店。 

大正12年９月 関東大震災により本店全焼。 

昭和２年４月 本店修築完成。 

昭和２年７月 食品製造卸売を事業とする株式会社二幸商会(現 株式会社二幸)設

立。 

昭和３年６月 商号を株式会社三越と変更、神戸店開店。 

昭和５年４月 銀座店開店。 

昭和５年10月 新宿店開店。 

昭和６年３月 高松店開店。 

昭和７年５月 札幌店開店。 

昭和８年４月 仙台店開店。 

昭和21年10月 松山店開店。 

昭和23年１月 株式会社三越縫製工場(現 三越縫製株式会社)設立。 

昭和24年５月 東京証券取引所開設と同時に株式上場。 

昭和32年10月 池袋店開店。 

昭和43年７月 枚方店開店。 

昭和46年６月 海外第一号店、パリ三越(フランス三越S.A.S.)開店。 

昭和48年４月 広島店開店。 

昭和48年11月 横浜店開店。 

昭和55年３月 株式会社小林百貨店が株式会社新潟三越百貨店(現 新潟店)に商号変

更。 

昭和55年10月 株式会社オリエンタル中村百貨店が株式会社名古屋三越百貨店(現

名古屋栄店、星ヶ丘店)に商号変更。 

昭和55年11月 倉敷店開店。 

昭和59年10月 株式会社ニューナラヤが株式会社千葉三越百貨店(現 千葉店)に商号

変更。 

昭和59年10月 株式会社丸屋が株式会社鹿児島三越(現 鹿児島店)に商号変更。 

昭和62年３月 株式会社名古屋三越百貨店と株式会社新潟三越百貨店が合併。 

平成７年１月 阪神・淡路大震災により大阪店旧館閉鎖。 

平成８年５月 大阪店旧館跡地に新館開店。 

平成９年10月 株式会社福岡三越(現 福岡店)開業。 

平成15年９月 株式会社三越設立。 

平成16年10月 日本橋本店新館開店。新宿店を雑貨専門館「新宿三越アルコット」と

して業態転換。 

平成17年３月 名古屋栄店の隣接地に専門館「ラシック」を開店。 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、子会社29社及び関連会社８社で構成され、国内外で百貨店業を核として、その他に不動産

管理業、製造卸売業及びその他サービス業を営んでいる。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとお

りである。 

なお、次の３部門は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種

類別セグメント情報の区分と同一である。 

  

(百貨店業) 

当事業においては、婦人服、紳士服、子供服、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等を販売している。当事業は

当社グループの核となる分野と位置付けている。 

[主要な関係会社] 

㈱三越友の会、フランス三越S.A.S.、英国三越LTD.、イタリア三越S.p.A.、ドイツ三越GmbH、スペイン三越S.A.、米

国三越INC.、三越企業有限公司(香港)、㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨店、新光三越百貨股份有限公司(台湾) 

  

(不動産管理業) 

当事業においては、不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等を営んでいる。 

[主要な関係会社] 

㈱三越パーキングサービス、㈱三越不動産、㈱三越環境サービス 

  

(その他事業) 

当事業においては、製造卸売業及びその他サービス業を営んでいる。 

[主要な関係会社] 

㈱二幸、三越縫製㈱、レオドール商事㈱、㈱レオマート、㈱三越保険サービス、㈱スタジオアルタ、㈱プロネット、

㈱三越情報サービス、㈱三越物流 

  



当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりである。 



４ 【関係会社の状況】 

  

  

会社名 住所 
資本金又は 
出資金 
(百万円) 

事業の内容

議決権の
所有割合
又は被所
有割合 
(％) 

役員の兼任等

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借当社
役員 
(人) 

当社
従業員
(人) 

(連結子会社)         
㈱三越友の会 
  

東京都 
千代田区 

100 
  
百貨店業 
  

100.0
 

0
 

8
 

―
  

買物券の 
受入 

建物賃貸 
  

フランス三越S.A.S. 
  

フランス 
パリ 

887千 
ユーロ 

百貨店業 
  

100.0
 

0
 

1
 
保証予約
  

各種物品の 
仕入 

― 
  

英国三越LTD. 
  

イギリス 
ロンドン 

800千 
英ポンド 

百貨店業 
  

100.0
 

0
 

4
 
保証予約
  

各種物品の 
仕入 

― 
  

英国三越レストラン 
LTD. 

イギリス 
ロンドン 

100千 
英ポンド 

百貨店業 
  

100.0
(100.0)

0
 

3
 

―
  

― 
  

― 
  

イタリア三越S.p.A. 
  

イタリア 
ローマ 

5,118千 
ユーロ 

百貨店業 
  

100.0
 

0
 

5
 

―
  

各種物品の 
仕入 

― 
  

ドイツ三越GmbH 
  
  

ドイツ 
デュッセル 
ドルフ 

2,607千 
ユーロ 
  

百貨店業 
  
  

100.0
 
 

0
 
 

6
 
 

―
  
  

各種物品の 
仕入 
  

― 
  
  

スペイン三越S.A. 
  

スペイン 
マドリッド 

9,523千 
ユーロ 

百貨店業 
  

100.0
 

0
 

4
 

―
  

各種物品の 
仕入 

― 
  

米国三越INC. 
  
  

アメリカ 
ニューヨー 
ク 

25,000千 
米ドル 
  

百貨店業 
  
  

100.0
 
 

0
 
 

4
 
 

―
  
  

各種物品の 
仕入 
  

― 
  
  

三越企業有限公司 
  

香港 
  

162,000千 
香港ドル 

百貨店業 
  

100.0
 

0
 

3
 

―
  

― 
  

― 
  

三越レストラン 
サービスLTD. 

香港 
  

2,000千 
香港ドル 

百貨店業 
  

100.0
(100.0)

0
 

2
 

―
  

― 
  

― 
  

㈱三越パーキング 
サービス 

東京都 
中央区 

10 
  
不動産管理業
  

100.0
(100.0)

0
 

5
 

―
  

駐車場運営 
業務の委託 

建物賃貸 
  

㈱三越不動産 
  

東京都 
千代田区 

1,100 
  
不動産管理業
  

100.0
 

1
 

10
 
保証予約
資金の貸付 

顧客の斡旋 
  

土地・建物
賃貸借 

㈱三越フィットネス 
クラブ 

東京都 
目黒区 

50 
  
不動産管理業
  

100.0
 

0
 

4
 
資金の貸付
  

― 
  

― 
  

㈱三越環境サービス 
  
  

東京都 
中央区 
  

100 
  
  

不動産管理業
  
  

100.0
 
 

0
 
 

13
 
 

―
  
  

営繕・警備 
業務の委託 
家具の仕入 

建物賃貸 
  
  

名古屋ビルサービス 
㈱ 

名古屋市 
中区 

100 
  
不動産管理業
  

100.0
 

0
 

6
 

―
  

営繕・警備 
業務の委託 

建物賃貸 
土地賃借 

㈱二幸 
  

東京都 
中央区 

100 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
 

1
 

13
 
資金の貸付
  

食料品の 
仕入 

建物賃貸 
  

三越縫製㈱ 
  

東京都 
江東区 

100 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
 

1
 

10
 
資金の貸付
  

衣料品の 
仕入 

― 
  

レオドール商事㈱ 
  

東京都 
中央区 

100 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
 

1
 

10
 

―
  

各種物品の 
卸売・仕入 

建物賃貸 
  

㈱レオマート 
  

東京都 
千代田区 

10 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
(100.0)

0
 

9
 

―
  

衣料品の 
仕入 

建物賃貸 
  

㈱サンナカムラ 
  

名古屋市 
中区 

100 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
 

0
 

5
 
資金の貸付
  

食料品の 
仕入 

建物賃貸 
  

㈱名古屋三越フード 
サービス 

名古屋市 
中区 

50 
  
その他事業 
(製造卸売業) 

100.0
 

0
 

6
 

―
  

レストラン
業務の委託 

建物賃貸 
  

㈱三越保険サービス 
  
  

東京都 
千代田区 
  

20 
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 

100.0
 
 

0
 
 

7
 
 

資金の貸付
  
  

保険の斡旋 
  
  

建物賃貸 
  
  

㈱スタジオアルタ 
  
  

東京都 
新宿区 
  

100 
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 

60.0
 
 

4
 
 

3
 
 

―
  
  

映像制作 
業務の委託 
  

建物賃貸 
  
  

㈱プロネット 
  
  

東京都 
千代田区 
  

90 
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 

100.0
 
 

0
 
 

7
 
 

―
  
  

派遣社員の 
受入 
  

建物賃貸 
  
  



  

(注) (1) 事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

(2) 議決権の所有割合又は被所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。 

  

会社名 住所 
資本金又は 
出資金 
(百万円) 

事業の内容 

議決権の
所有割合
又は被所
有割合 
(％) 

役員の兼任等

資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借当社
役員 
(人) 

当社
従業員
(人) 

(連結子会社)         
㈱三越情報サービス 
  
  
  

東京都 
墨田区 
  
  

100 
  
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 
  

100.0
 
 
 

0
 
 
 

12
 
 
 

―
  
  
  

顧客ローン 
の斡旋 
情報処理 
業務の委託 

建物賃貸 
設備賃借 
  
  

㈱三越物流 
  
  

東京都 
江東区 
  

100 
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 

100.0
 
 

0
 
 

11
 
 

保証予約
資金の貸付 
  

配送業務の 
委託 
  

建物賃貸 
  
  

㈱名古屋三越オペレ
ーションサービス 
  

名古屋市 
中区 
  

30 
  
  

その他事業 
(その他サービ
ス業) 

100.0
 
 

0
 
 

5
 
 

―
  
  

配送業務の 
委託 
  

― 
  
  

(持分法適用関連会社)           
㈱プランタン銀座 
  

東京都 
中央区 

1,000 
  
百貨店業 
  

30.0
 

1
 

3
 

―
  

各種物品の 
卸売 

― 
  

㈱うすい百貨店 
  

福島県 
郡山市 

200 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就

業人員である。 

(2) 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度の平均雇用人員である。 

(3) 従業員数は前連結会計年度末と比較して1,522名減少しているが、その主な理由は早期退職特別優遇措置によるものであ

る。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。 

(2) 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当事業年度の平均雇用人員である。 

(3) 従業員数は前事業年度末と比較して980名減少しているが、その主な理由は早期退職特別優遇措置によるものである。 

(4) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

(5) 平均勤続年数及び平均年間給与については、他社から当社への出向者のデータが確認できないため、当該人員を除いた就

業人員で算出している。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、㈱三越の組合員からなる三越労働組合があり、「日本サービス・流通労働組合連合(ＪＳ

Ｄ)」に加盟している。 

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

百貨店業 
7,493 
(3,628) 

不動産管理業 
1,036 
(679) 

その他事業 
1,374 
(1,784) 

合計 
9,903 
(6,091) 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

6,924 
(3,351) 

41.1 19.1 6,179,408



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資や輸出の増加、企業収益の改善などにより堅調に回復するな

か、年度後半にはコンプライアンス（法令順守）に反した企業経営が社会問題となり、景気回復の持続力になお不

安を残す展開となったが、政府の景気見通しも月を追って明るいものとなり、証券市場の活性化などを背景に、個

人消費も所得の底堅い推移に支えられ緩やかな増加傾向を示した。 

このような状況のもとで、当社は高い収益力の確保と安定的な財務基盤の構築に向け、中核を担う百貨店業をは

じめグループ全体の構造改革をさらに加速するための施策を実施した。平成19年度からの次期経営計画にむけた

「新・三越モデル」の基盤作りの期間と位置づけた当期は、事業の抜本的改革と不採算店舗の閉鎖に重点的に取り

組み財務体質の強化を図る一方、専門館型店舗の拡充等により新規業態開発への足がかりを構築した。 

また、グループ関連事業会社については、名古屋三越クチュール株式会社（製造卸売事業会社、その他事業セグ

メント）、株式会社三越ブライダル・エクセレンス（サービス事業会社、百貨店業セグメント）を清算し、株式会

社シュテルン川口（自動車販売事業会社、百貨店業セグメント）を売却した。 

さらに財務面での効率化を図るべく、グループ・キャッシュ・マネジメントシステム（グループＣＭＳ）を導入

し、連結ベースでの有利子負債を圧縮し、支払利息の削減をはかった。 

以上の取り組みの結果、売上高は8,420億９百万円（前年同期比94.8％）、経常利益は199億４千３百万円（前年

同期比118.0%）であったが、繰延税金資産を取崩し、法人税等調整額（費用）を計上したため、当期純利益は90億

８千８百万円（前年同期は40億６千７百万円の当期純損失）となった。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 百貨店業 

当社グループの中核である百貨店業の営業力強化については、全社を挙げて「新・三越モデル」の構築に向け

た体制を整えた。 

中期５ヵ年計画の最大の課題であった事業の抜本的改革・不採算店舗閉鎖の取り組みとして、５月に大阪店、枚

方店（大阪店の分店）、倉敷店、横浜店を閉鎖し、これに伴い早期退職の措置を実施した。その一方で、３月に

新宿店が全面的に改装され、雑貨専門館「新宿三越アルコット」として新たに生まれ変わった。 

また、同月名古屋栄店の隣接地に専門館「ラシック」を開業し、６月には小田原ラスカに小型店を出店するな

ど、新たな業態への取り組みをスタートさせた。 

営業面については、社会的にも注目された「クールビズ」が首都圏店舗をはじめ各店舗で大きな反響を呼び、

ワイシャツを中心にスラックス、ジャケット等の紳士服関連商品の売上高を押し上げた。さらに輸入時計等の高

額品が年度中盤より堅調なほか、特選ブランドショップ売上高も順調に推移した。 

また、少子高齢化時代の顧客層の変化や、拡大し続けるインターネット取引などの多様化した販売チャネルに

対応するため、ネットワーク企画部を設置した。お客様と三越、異業種企業と三越の結びつきを強めるため、Ｉ

Ｔを使った新ビジネスの開発に取り組むほか、松竹株式会社との業務提携に合意し８月に貸し切り公演と寺院仏

閣の特別拝観をセットにした「比叡山薪歌舞伎鑑賞の旅」を開催するなど、エンターテイメント性が強く付加価

値の高い企画提案を行った。 

お客様との関係強化を図る施策としては、４月に日本郵政公社との提携カードを発行したほか、前期札幌店、

福岡店に導入した三越ポイントカードを３月に新宿三越アルコット店と銀座店に、９月に松山店に導入した。こ

れによりお客様ごとに特有で多様なニーズを品揃えに的確に反映するシステム作りを目指し、商品取り入れに関

わる情報力の向上に努めた。また、４月に同業他社にさきがけた、日本橋本店婦人靴売場へのＩＣタグを使った



在庫管理システムの本格導入により、お待たせする時間を短縮するなど店頭サービス機能の充実に努め、売上

の下支えを図った。このシステムは８月に銀座店、12月に名古屋栄店に導入し、来期にはさらに３店舗へ導入す

る予定である。 

環境問題への取り組みとしては、前期に首都圏店舗に導入した指定納品代行制度を当期は対象商品と地方店舗

への拡大に努め、来期中に全店舗への導入を完了する予定となっている。 

営業管理面については、外部委託する後方業務に入札制を導入することでコスト削減をすすめてきたが、当期

は対象店舗の拡大によりさらに大きな成果を生み出したことに加え、本社内に物流改革プロジェクトを発足さ

せ、百貨店の運営経費のなかで大きなウエイトを占める物流費の効果的な削減に鋭意取り組んだ。 

その結果、売上高は8,070億６千万円（前年同期比94.6％）、営業利益は118億５千万円（前年同期比97.6％）

となった。 

② 不動産管理業 

不動産管理業は、店舗閉鎖による影響などもあったが、営業費用の効果的使用に努めるなどの改善を図った。 

その結果、売上高は162億６千８百万円（前年同期比105.4％）、営業利益は23億４百万円（前年同期比

137.0％）となった。 

③ その他事業 

その他事業は、製造卸売業及びその他サービス業を営んでおり、有機的なネットワークを構築しながら各分野

において事業を展開した。将来的な連結経営への業績貢献、百貨店へのシナジー効果の発揮などの観点からグル

ープ事業ポートフォリオの最適化を図るため事業領域の一部において会社清算・売却を行った。 

また、将来的に事業規模の拡大が期待されるシニアマーケットに対応して、株式会社三越保険サービスは介護

事業所の２号店として４月に「三越ライフタイム国立」をオープンした。 

その結果、売上高は186億８千１百万円（前年同期比95.3％）、営業利益は11億４千５百万円（前年同期比

78.6％）となった。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業利益の確保や固定資産の売却等による収入があったが、借入金

の返済や早期退職措置、店舗閉鎖に伴う支払等により、前連結会計年度末に比べ52億８千１百万円減少し、229億６

千５百万円となった。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、132億８千６百万円の収入（前年同期は287億１千７百万円の収入）とな

った。これは主に税金等調整前当期純利益274億２千８百万円、減価償却費143億１千８百万円、売上債権の減少148

億７千８百万円及び、たな卸資産の減少45億１千万円等による収入や、早期退職措置に伴い197億６千万円、店舗閉

鎖に伴い60億７百万円の支払を行ったこと等によるものである。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、17億５千万円の収入（前年同期は253億３百万円の支出）となった。これ

は主に百貨店業での新店舗工事、増改築工事、店内改装、施設改善等、有形・無形固定資産の取得による支出122億

１千４百万円等や、有形・無形固定資産の売却による収入87億９百万円等によるものである。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、205億９千６百万円の支出（前年同期は56億１千２百万円の収入）となっ

た。これは主に借入金の返済や配当金の支払を行ったこと等によるものである。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績及び受注実績 

当連結会計年度における生産実績及び受注実績は、その他事業の一部に実績があるが、当社グループ全体の事業

活動に占める比重は極めて低いため、記載を省略している。 

  

(2) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 品名
販売高
(百万円) 

前年同期比 
(％) 

百貨店業 

衣料品 269,437 △6.3

身の回り品 107,692 1.0

雑貨 134,625 △3.3

家庭用品 48,133 △12.1

食料品 197,465 △8.4

食堂・喫茶 16,879 △10.1

サービス・その他 35,148 8.7

消去 △2,322 10.2

計 807,060 △5.4

不動産管理業 

不動産管理業 37,645 △10.9

消去 △21,376 △20.2

計 16,268 5.4

その他事業 

製造卸売業 45,683 △11.1

その他サービス業 35,304 △15.9

消去 △62,307 △15.6

計 18,681 △4.7

合計 842,009 △5.2



３ 【対処すべき課題】 

当社グループでは三越の原点ともいうべき「社会的貢献と企業の繁栄」「伝統を越える革新性」「まごころと創意

工夫」の３つの経営理念を掲げている。これらを踏まえ、企業価値を向上させるには、法令や社会的規範を守るとい

う半ば受身の社会的責任ではなく、積極的に社会への働きかけを行い、長年にわたりお客様の支持を得てきた三越と

いうブランドをさらに磨き上げ、まじめで正直な商売の精神を堅持しつつ、時代の変化に柔軟で適切に対応する体制

を整備しなければならないと認識している。 

当社グループは、これまでもお客様第一の姿勢を基本に、これら３つの経営理念に基づき企業経営をおこなってき

たが、今一度商売の原点に回帰し、お客様のご信頼にきめ細かくお応えし、商品・サービスを適切にご提供できる商

品開発・調達機能の充実を図りながら「新・三越モデル」を構築しつつ、持続的な成長を果たす高収益企業へのステ

ップを着実に上り、高質な小売業グループの確立を目指していく。 

また企業の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともにコンプライアンス経営に徹

し、お客様、株主の皆様、取引先、従業員など当社グループに関わる全てのステークホルダーに対し提供すべきさま

ざまな価値の創造に努めていく。 

今後の経済環境については、企業業績の好調さが家計部門へ波及しつつあり景気は回復基調にあるが、原油など一

次産品価格の動向や日銀の金融政策転換による国内外経済への影響も懸念されるなど、先行きの不透明感が払拭しき

れない状況にある。 

小売業界においても、郊外型ショッピングセンターや専門店ビル、駅ビルなどの都市型大規模商業施設やカテゴリ

ーキラー等新興専門店企業に加え、鉄道の駅構内に一定の規模を備えた商業施設が新たに登場するなど流通チャネル

の多様化による業態間の競争がますます激化し、また、業態を越えた買収など企業再編に向けた新たな動きも起こっ

ており、百貨店を取り巻く環境はますます厳しくなっている。 

このような状況に対処するため、平成18年度を次期経営計画のゼロ年度と位置づけ、「新・三越モデル」の実現と

磐石な財務基盤の確立にむけ、さまざまな施策を実施していく。百貨店事業の原点回帰とグループ全体の収益力向上

を図るべく、従来のグループ組織を百貨店事業部門・新規商業事業部門及び関連事業部門に再編し、事業ごとの戦略

を明確にした連結経営をおこなっていく。 

まず、営業力強化については、当社が戦略的に取り組んでいる「重点売場」を再編成し、運営体制の標準化等によ

り店舗の核となるユニットを確立し、お客様の満足度と収益性の向上をすすめていく。また、魅力ある商品の提供に

ついては、環境について考えながら自分自身の幸せを追求していくライフスタイル「ロハス」が今後大きな市場とな

る可能性を秘めると同時に当社のＳＩ戦略と適合すると判断し、いち早く関連する分野での商品開発をすすめてい

る。10月に恵比寿店にて開催した「ロハスウィーク」に続き、本年も全店舗にて関連催物を計画中である。 

一方、決して楽観視できない営業環境の中で、お客さまからのご支持を得ながら利益を確保していく施策として、

異業種企業（日本郵政公社や松竹株式会社）との提携による新規販売チャネルの拡大や付加価値の高いサービスの開

発・提供をすすめ、多様化する顧客ニーズに対応していく。 

また、新規業態への取り組みとして、本年11月の「ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山ショッピングセンター（仮

称）」を皮きりに郊外型ショッピングモールへの出店もすすめていく。これにより三越ブランドの維持とローコスト

による売場運営を前提とした新たなビジネスモデルを構築していく。 

一方、物流体制の抜本的改革、後方業務のアウトソーシング、入札制促進及び催事・宣伝の見直しにより販売費及

び一般管理費の削減に努めるなど、百貨店事業の収益構造の改革をさらに進めていく。 

グループ関連事業子会社については、連結経営に貢献するため事業の選択と集中を一層進め、効果的なグループ経

営を目指していく。 

なお、海外店舗については、各地域・店舗ごとの特性と規模に応じた商売を通じ、お客様の満足度向上と業績によ

る連結貢献をはたしていく。特に、成長著しいアジア地域については、台湾にて展開中の持分法適用関連会社である

新光三越百貨股份有限公司が台北市信義地区に新店舗をオープンし、台湾におけるナンバーワン百貨店としての地位



を揺るぎないものとしており、さらには中国大陸での出店計画をすすめている。 

また、本社組織の改革も合わせておこない、グループ本社を戦略部門と執行部門に分離し、透明性の高いコーポレ

ート・ガバナンスを実現し、商品・サービスの表示や個人情報保護など法令や社会規範に則った企業運営をはじめ、

内部統制システムを充実させ企業倫理の徹底を図り株主の皆様、お客様のご信頼をいただけるよう努めるほか、当社

グループでは来期より適用となる減損会計、新会社法への対応や敵対的買収への企業防衛策の立案をすすめていく。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には以下のようなものがある。ただし、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これ

らに限定されるものではない。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グル

ープが判断したものである。 

  

(1) 財政状態 

当社グループは、持続的な成長を図り高収益企業への脱皮を図ることを目指し現在中期５ヵ年計画を推進してい

る。この中で新たな営業基盤の拡充、既存店舗の営業力強化のための売場改装や店舗施設改善、情報システムの充

実や不採算店舗・事業部門の構造改革などを予定している。 

これらのことを実施するためには相応の資金が必要であり、保有資産の一部売却も念頭においているが、資金調

達にあたって金利が予想を大幅に超える水準であったり、資産売却価額が見込みを下回るような場合には、計画を

見直さざるを得ない状況も想定され、当社グループの業績目標に影響を及ぼす可能性がある。 

  

(2) 需要動向及び競合環境 

当社グループの中核事業である百貨店業においては、年間の売上動向として中元期（６・７月売上高構成比約

18％）および歳暮期（11・12月売上高構成比約21％）に大きなピークがある。また、衣料品や雑貨などのファッシ

ョン商品はその性質上春夏・秋冬それぞれのシーズンの立ち上がりに集中して商品展開をするなど、売上高はある

程度季節的な変動があることを前提とした営業計画を立てている。 

売上高については景気、消費動向や商品トレンドの変化、さらに地域間、業態間の競合などにより減少するリス

クがある。また、冷夏暖冬などの天候不順により、本来大きな売上を見込んでいる時期の実績が計画通りに確保で

きなかった場合、当社グループの業績が影響を受ける可能性がある。 

  

(3) 商品取引 

当社グループでは百貨店業の外商部門をはじめ、不動産業の建装部門及びその他事業の卸売業において法人向け

の取引をおこなっている。これらの事業における取引額は比較的高額となっているが、契約先の倒産による売掛金

の回収不能となった損失の発生等、当社グループの業績や財政状況に悪影響をあたえる可能性がある。 

  

(4) 自然災害・事故 

当社グループ百貨店業は店舗による事業展開を行っている。このため、地震・洪水・台風等の自然災害や火災等

の事故により当社グループの業績にマイナスの影響が及ぶ可能性がある。特に火災については、法令に基づき火災

発生の防止に万全を期している。しかし、店舗において火災が発生した場合、顧客からの信用遺失をはじめ消防法

による規制や被害者に対する損害賠償責任、従業員の罹災による人的資源の損失、建物等固定資産や棚卸資産への

被害等、当社グループの業績や財政状況に悪影響をあたえる可能性がある。 

  

(5) 法的規制・品質管理 



当社グループの取り扱う商品・サービスの提供にあたっては、販売時や媒体掲載時の表示等について景品表示法

やＪＡＳ法などによる法的な定めがあり、商品の仕入にあたっては独占禁止法、下請法などの規制により取引先と

の公正な取引が強く要請されている。このほか新規出店・増床計画に対する大規模小売店舗立地法による規制、旅

行業・建設業・友の会事業などの営業に関する各種業法に基づく規制や環境・リサイクル関連法の適用を受けるな

ど、コンプライアンス経営が強く求められている。 

当社グループにおいては、各社それぞれが内部統制システムを構築し、コンプライアンスの重要性や内部統制手

続きについて教育を徹底し、特に百貨店店舗においては品質向上委員会を設け法令に基づく各種規制事項の順守状

況の確認や品質管理チェックなどを定期的に行っている。 

しかしながら、このように社内管理体制の充実を図り内部統制システムの構築に努めたにもかかわらず、巧妙な

違法行為や当社グループ会社以外の取引先などに原因が存する事由により、違反の効果的な防止が適わない可能性

もある。その場合、万一監督官庁から違法性を指摘されるような事態に至ったときには、当社グループの活動が制

限され、また消費者からの信用失墜により売上が減少し、場合によっては損害賠償の責めに任じなければならない

可能性がある。 

  

(6) 個人情報保護 

当社グループは三越カード顧客、三越友の会会員をはじめ通信販売顧客や店舗内ショップ顧客などに関する多く

の個人情報を保有している。また、売上高、売掛金、買掛金などの営業・財務情報など多くのデータをコンピュー

タ管理している。 

個人情報の取扱については、個人情報保護法の全面施行を受け個人情報管理委員会を設置し、個人情報保護に関

する従業員の誓約書提出や取引先との個人情報の取扱に関する覚書を取り交わすなど、管理体制を整備している。

また、その他の情報の取扱についても、情報管理者を選任し情報の利用・保管などに関する社内ルールを設けその

管理を徹底し万全を期しているが、コンピュータシステムのトラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報漏

洩が発生する可能性がある。その場合、三越の社会的信用を失うとともに、企業ブランド・イメージを損ない、売

上の減少、損害賠償の発生など当社グループの業績に大きな影響を与える可能性がある。 

  

(7) 出資先企業 

当社は国内外の子会社以外にも、百貨店事業ネットワーク拡充のため関係先の国内および台湾の百貨店へ出資や

人員の派遣を行い、有用な経営ノウハウの提供や経営管理などを行っている。これら企業の収益が悪化した場合、

当社グループの業績が影響を受ける可能性がある。 

  

(8) 外的要因 

当社グループは国内に日本橋本店、名古屋栄店、銀座店など百貨店事業主要15店舗を、また海外にはヨーロッ

パ、アメリカ、アジアを中心に20ヶ所あまりの営業拠点を有している。 

これらの地域においては激化する同業・異業種間の競争に加え、地震や風水害など不測の自然災害により売上が

減少する可能性があり、その他海外においては戦争やテロなどの不安定な社会情勢を含むカントリーリスクにより

業績に影響を受ける可能性がある。 

さらに、新種の感染症など疫病の流行による海外渡航者の減少にともなう海外店舗の売上低迷、ＢＳＥ（狂牛

病）や鳥インフルエンザの発生などを原因として、特に食品を中心とした商品流通が混乱したような場合、百貨店

事業を中心に当社グループの業績に影響を受ける可能性がある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はない。 



  

６ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はない。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、原則として連結財務諸表に基づいて分析した内

容である。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものである。 

  

(1) 経営成績の分析 

① 概要 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高8,420億９百万円(前年同期比94.8％)と減収となったが、

営業利益152億７千２百万円(前年同期比100.4％)、経常利益199億４千３百万円(前年同期比118.0％)、当期純利

益は90億８千８百万円（前年同期は40億６千７百万円の当期純損失）と増益になった。これは、高い収益力の確

保と安定的な財務基盤の構築に向け、中核を担う百貨店業をはじめグループ全体の構造改革をさらに加速するた

めの施策を実施したことによる。具体的には、親会社の不採算店舗の閉鎖とこれに伴う早期退職措置を実施し、

グループ関連事業会社の名古屋三越クチュール㈱、㈱三越ブライダル・エクセレンスの清算結了、並びに㈱シュ

テルン川口を売却したことに加え、専門館「ラシック」の開業や小田原ラスカに小型店を出店するなど、新たな

業態への取り組みをスタートした。 

連結財務諸表に重要な影響を与えた要因についての分析は以下のとおりである。 

  

② 売上高 

売上高は前連結会計年度に比べ457億７千２百万円の減収となった。主な要因は、連結売上高の大半を占める親

会社の売上高が、不採算店舗の大阪店、倉敷店、横浜店及び枚方店(大阪店の分店)を閉鎖したことにより大幅に

減収となったことにある。 

  

③ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は2,149億３千６百万円（前年同期比94.3％）と、前連結会計年度と比較し130億７千６

百万円減少した。これは、人件費、商品送達費、宣伝費をはじめ大半の費目で削減を達成できたことによる。特

に人件費は、親会社の不採算店舗の閉鎖とこれに伴う早期退職措置の実施により大幅に減少した。 

  

④ 営業利益 

営業利益は売上高の減少による売上総利益の減少を販売費及び一般管理費の削減で吸収し、152億７千２百万円

（前年同期比100.4％）と前連結会計年度と比較して57百万円の増益となった。 

  

⑤ 営業外損益 

営業外損益の金融収支は22億５千１百万円の支払超過となったが、前連結会計年度より４億３千万円支払超過

が減少し改善された。 

また海外持分法適用関連会社の業績が好調だったことから、持分法による投資利益は65億４千１百万円と前連

結会計年度と比較して12億９千万円増加した。 

  

⑥ 経常利益 



経常利益は199億４千３百万円（前年同期比118.0％）と、前連結会計年度と比較して30億４千４百万円の増益

となった。 

  

⑦ 特別損益 

特別利益として大阪店跡地等の売却に伴う固定資産売却益98億９千１百万円、閉鎖店舗の撤退条件変更による

差入保証金等戻入益21億８千１百万円などを、特別損失として、固定資産売却損５億４千８百万円、固定資産除

却損15億２百万円、店舗閉鎖損失21億７千３百万円などを計上した。 

  

⑧ 当期純利益 

当期純利益は90億８千８百万円となり、前連結会計年度と比較して131億５千６百万円の増益となった。 

  

(2) キャッシュ・フローの分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、132億８千６百万円の収入となり、前連結会計年度と比較し154億３千

万円減少した。これは、税金等調整前当期純利益274億２千８百万円を計上し、減価償却費等の非資金項目の調

整、運転資本の増減を加味したキャッシュ・フローは前連結会計年度を上回ったが、早期退職措置及び店舗閉鎖

に伴う支払257億６千７百万円を行ったこと等によるものである。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、17億５千万円の収入となり、前連結会計年度と比較し270億５千３百万

円の収入の増加となった。これは、前連結会計年度には百貨店業を中心とした大規模な新規出店投資による支出

があったことにより固定資産の取得による支出が203億８千３百万円減少したこと、大阪店跡地等の売却により固

定資産の売却による収入が30億４千３百万円増加したこと等によるものである。 

これらにより、フリーキャッシュ・フローは150億３千７百万円の収入となり、前連結会計年度と比較し116億

２千３百万円収入が増加した。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、205億９千６百万円の支出となり、前連結会計年度と比較し262億９百

万円の支出の増加となった。これは、グループ・キャッシュ・マネジメントシステム（グループＣＭＳ）を導入

し、資金の効率化を図り、有利子負債の返済を行ったこと、また前連結会計年度には新株予約権付社債の発行に

よる収入があったこと等によるものである。 

これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、229億６千５百万円となり、前連結会計

年度と比較し52億８千１百万円減少した。 

  

(3) 財政状態の分析 

当連結会計年度末の総資産は、5,973億４千９百万円と前連結会計年度末に比べ395億３千万円減少となった。

これは受取手形及び売掛金の減少や繰延税金資産の取崩による減少等によるものである。 

負債合計は、4,569億４千５百万円と前連結会計年度末に比べ505億３千７百万円減少となった。これは借入金

の減少や早期退職措置、店舗閉鎖に伴う支払による未払金の減少等によるものである。 

資本合計は、1,400億１千８百万円と前連結会計年度末に比べ109億９千３百万円増加となった。これは当期純

利益やその他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものである。 

この結果、総資産経常利益率（ROA）は2.7％から3.2％へ、株主資本比率は20.3％から23.4％へ向上した。 

  



(4) 次期の見通し 

今後の経済情勢については、「景気は回復している」との観測もあり、また雇用情勢の改善などにより個人消

費の増加が期待されるが、一方で定率減税の縮小や年金・医療問題など社会保障制度の将来に対する不安から個

人消費の本格的な回復にはいましばらくの時間を要すると思われる。 

このように依然楽観をゆるされない環境が続くと見込まれるなか、中期５ヶ年計画の最終年度である平成18年

度に「新・三越モデル」を成果として確実なものとすることにより、お客様のご支持拡大と営業力強化による強

固な財務基盤の確立を目指していく。 

次期の見通しとして、売上高8,150億円、経常利益200億円、当期純利益11億円を見込んでいる。なお、「固定

資産の減損に係る会計基準」を適用することに伴い、減損損失として連結で約152億円、個別で約103億円を特別

損失に計上する見込である。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資については、百貨店業を中心に全体で133億３千８百万円の設備投資を実施した。 

事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

百貨店業においては、112億３千１百万円の投資を行い、㈱三越では名古屋専門館「ラシック」の建設工事、「新宿

三越アルコット」の店内改装の他、各店舗ごとの特性に基づいて施設改修、店内改装工事等を行った。 

不動産管理業においては、増改築や施設改修工事等69百万円の投資を行った。 

その他事業においては、製造卸売業での機械の改修、新規出店に係る設備工事や什器購入、その他サービス業での

器具備品やソフトウェア等の社用資産購入及び建物改修工事を中心に20億３千８百万円の投資を行った。 

所要資金については、自己資金及び銀行借入等により充当した。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

(平成18年２月28日現在) 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地
(面積㎡) その他 合計 

本店 
(東京都中央区) 百貨店業 店舗等 22,949

92,495
(12,845)
[308]

1,241 116,685 1,830
(264)

新宿アルコット店 
(東京都新宿区) 百貨店業 店舗等 7,506

1,383
(3,502)
[140]

172 9,061 39
(4)

銀座店 
(東京都中央区) 百貨店業 店舗等 5,485

59,010
(3,557)

342 64,837 461
(58)

池袋店 
(東京都豊島区) 百貨店業 店舗等 3,123

2,534
(5,560)
[55]

169 5,827 247
(85)

千葉店 
(千葉市中央区) 百貨店業 店舗等 1,123

－
(－)

439 1,562 216
(161)

新潟店 
(新潟市) 百貨店業 店舗等 2,372

2,476
(5,219)
[3]

123 4,972 213
(95)

仙台店 
(仙台市青葉区) 百貨店業 店舗等 6,257

1,488
(2,195)
[45]

167 7,913 306
(182)

札幌店 
(札幌市中央区) 百貨店業 店舗等 3,500

6,900
(3,391)

263 10,664 386
(191)

名古屋栄店 
(名古屋市中区) 百貨店業 店舗等 16,144

11,509
(3,188)

809 28,464 613
(156)

星ヶ丘店 
(名古屋市千種区) 百貨店業 店舗等 799

－
(－)

126 926 175
(100)

広島店 
(広島市中区) 百貨店業 店舗等 775

697
(1,717)

49 1,522 162
(120)



  

(注) (1) 帳簿価額のうち土地及び面積は、連結会社以外からの借地権を含んでおり、その金額を[ ]で内書きしている。 

(2) 帳簿価額のうちその他は、機械装置及び運搬具並びに器具備品の合計である。 

(3) 帳簿価額には消費税等は含まれていない。 

(4) 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしている。 

  

(2) 国内子会社 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 帳簿価額のうち土地及び面積は、連結会社以外からの借地権を含んでおり、その金額を[ ]で内書きしている。 

(2) 帳簿価額のうちその他は、機械装置及び運搬具並びに器具備品の合計である。 

(3) 帳簿価額には消費税等は含まれていない。 

(4) 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしている。 

  

(3) 海外子会社 

(平成17年12月31日現在) 

(注) (1) 帳簿価額のうちその他は、運搬具及び器具備品の合計である。 

(2) 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書きしている。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 設備の内容 

帳簿価額(百万円)
従業員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地
(面積㎡) その他 合計 

高松店 
(高松市) 百貨店業 店舗等 5,195

2,953
(7,540)

207 8,356 211
(203)

松山店 
(松山市) 百貨店業 店舗等 7,498

1,990
(7,411)
[22]

261 9,750 203
(172)

福岡店 
(福岡市中央区) 百貨店業 店舗等 6,416

－
(－)

563 6,979 321
(460)

鹿児島店 
(鹿児島市) 百貨店業 店舗等 2,048

2,937
(2,874)

82 5,068 140
(161)

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類 
別セグメン 
トの名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地
(面積㎡) その他 合計 

㈱二幸 本社他 
(東京都中央区他) 

その他事業 
(製造卸売業) 事務所等 1,478

1,828
(50,094)
[162]

475 3,781 513
(1,027)

会社名 所在地 
事業の種類 
別セグメン 
トの名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
土地
(面積㎡) その他 合計 

三越企業有限公司 香港 百貨店業 店舗等 24
－
(－)

5 29 123
(19)



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 新設 

  

  

(2) 改装 

  

  

(3) 売却 

  

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン 
トの名称 

設備の内容 

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定 完成後の
増加能力 
(百万円) 総額

(百万円) 
既支払額
(百万円) 着手 完了 

提出会社 大阪店（大
阪市北区） 百貨店業 大阪店新設 40,000 1,780

自己資金
銀行借入等

平成18年 平成23年 年間売上高
55,000 

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン 
トの名称 

設備の内容 

投資予定金
額 資金調達

方法 

着手及び完了予定 完成後の
増加能力 
(百万円) 総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了 

提出会社 
本店他 
(東京都 
中央区他) 

百貨店業
店内改装 
施設改善 

13,593 － 
自己資金

銀行借入等
平成18年
３月 

平成19年 
２月 － 

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン 
トの名称 

設備の内容 期末帳簿価額
(百万円) 売却の予定時期

売却による減少能力 
（百万円） 

㈱三越不動産 

目黒配送所
他 
(東京都目黒
区他） 

不動産管理業 賃貸用土地建
物 5,793 平成19年１月まで

平成17年度賃貸収入

321 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

  

② 【発行済株式】 
  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は、含まれていない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

①新株予約権 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 
  

(注) 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

  
  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 1,000,000,000 

計 1,000,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年２月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年５月24日)
上場証券取引所名 内容 

普通株式 515,022,356 515,022,356

東京証券取引所 

(市場第一部) 

大阪証券取引所 

(市場第一部) 

名古屋証券取引所 

(市場第一部) 

― 

計 515,022,356 515,022,356 ― ― 

株主総会の特別決議日(平成16年５月27日) 

  
事業年度末現在 
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 116(注) 116 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 116,000 116,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月１日～ 
平成26年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合 
の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   １ 
資本組入額  １ 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権１個当たりの
一部行使はできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は、当社取締役会の承認を
要す。 

同左 

株主総会の特別決議日(平成17年５月24日) 

  
事業年度末現在 
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 134(注) 134 



(注) 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

  

②新株予約権付社債 

旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。 
  

(注) (1) 新株予約権を行使しようとするものから請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて新株

予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使されたときは、当該

請求があったものとみなす。 

(2) 各新株予約権１個当たりの一部行使はできない。 

  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 134,000 134,000 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～ 
平成27年５月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合 
の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   １ 
資本組入額  １ 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権１個当たりの
一部行使はできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するに
は、当社取締役会の承認を
要す。 

同左 

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成16年８月２日発行) 

  
事業年度末現在 
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数(個) 28,000 28,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 40,345,821 40,345,821 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 694 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月16日～ 
平成19年２月13日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合 
の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    694 
資本組入額   348 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注）(1)、(2) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 特になし 同左 

新株予約権付社債の残高(百万円) 28,000 28,000 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
  

(注) 平成15年９月１日付の新設合併による株式発行に伴う増加である。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成15年９月１日～ 
平成16年２月29日 (注) 

515,022,356 515,022,356 37,404 37,404 41,458 41,458



(4) 【所有者別状況】 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 自己株式22,112,608株は「個人その他」に22,112単元を、「単元未満株式の状況」に608株を含めて記載している。 

なお、自己株式22,112,608株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成18年２月28日現在の実際保有残高は22,111,608株

である。 

(2) 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が54単元含まれている。 

  

(5) 【大株主の状況】 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 上記のほか、当社所有の自己株式22,111千株(4.29％)がある。 

(2) 財団法人三越厚生事業団は、昭和22年４月、合併前の株式会社三越の寄付行為300万円により、財団法人三越診療所とし

て設立された公益法人で、基金の額は現在10億3,500万円余となっており、資産の運用から生ずる収入をもって実費によ

る医療保険事業を行っている。(昭和43年12月、現在の名称に変更)当社との間に特殊な資金関係はない。 

(3) 三越愛護会は、大正４年８月、合併前の株式会社三越の役員の所有株式の寄付により設立された福利厚生団体で、基金の

額は現在75万円となっており、資産の運用から生ずる収入をもって引続き福利厚生事業を行っている。当社との間に特殊

な資金関係はない。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成18年２月28日現在) 

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 89 59 734 251 13 67,544 68,690 ―

所有株式数 
(単元) 

― 113,388 11,029 85,681 64,817 25 234,694 509,634 5,388,356

所有株式数 
の割合(％) 

― 22.25 2.16 16.81 12.72 0.00 46.05 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

財団法人三越厚生事業団 東京都新宿区西新宿１丁目24番１号 40,199 7.81 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 23,723 4.61 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 18,016 3.50 

モルガン・スタンレーアンド 
カンパニー インク 
（常任代理人 モルガン・スタ
ンレー証券会社東京支店） 

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 
10036, U.S.A. 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号） 

16,050 3.12 

株式会社大塚家具 東京都江東区有明３丁目１番 15,000 2.91 

三井生命保険株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,195 2.17 

三越従業員持株会 東京都中央区日本橋室町１丁目４番１号 9,393 1.82 

三越愛護会 東京都中央区日本橋室町１丁目４番１号 8,366 1.62 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 7,000 1.36 

ザ チェース マンハッタン  
バンク エヌエイ ロンドン  
エス エル オムニバス アカ
ウント 
（常任代理人 株式会社みずほ 
コーポレート銀行兜町証券決済 
業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 
LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

6,982 1.36 

計 ― 155,925 30.28 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 



(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が54,000株(議決権54個)含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

(平成18年２月28日現在) 

(注) (1) 株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)ある。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。 

(2) 新光三越百貨股份有限公司の他人名義株式は、証券会社が保管するものであり、名義人名称は、Daiwa Securities SMBC 

Hong Kong Limited、住所は、Level 26, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kongである。 

  

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 

22,111,000 
― ― 

(相互保有株式) 
普通株式 200,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

487,323,000 
487,323 ― 

単元未満株式 
普通株式 

5,388,356 
― ― 

発行済株式総数 515,022,356 ― ― 

総株主の議決権 ― 487,323 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社三越 

東京都中央区日本橋室町
１丁目４番１号 

22,111,000 ― 22,111,000 4.29

(相互保有株式) 
新光三越百貨股份有限公司 

台湾台北市信義区松高路
19号８階 

― 200,000 200,000 0.04

計 ― 22,111,000 200,000 22,311,000 4.33



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

①平成16年５月27日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプション

として新株予約権を発行することを平成16年５月27日開催の定時株主総会において決議したものである。 

  

  

②平成17年５月24日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプション

として新株予約権を発行することを平成17年５月24日開催の定時株主総会において決議したものである。 

  

  

決議年月日 平成16年５月27日

付与対象者の区分及び人数 当社の社内取締役６名及び役付執行役員７名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2) 新株予約権等の状況の①に記載のとおり

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成17年５月24日

付与対象者の区分及び人数 当社の社内取締役10名及び役付執行役員４名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2) 新株予約権等の状況の①に記載のとおり

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



③ 平成18年５月23日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

会社法第361条第１項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとし

て社内取締役に対し、新株予約権を発行することを平成18年５月23日開催の定時株主総会において決議したもの

である。 
  

(注) (1) 当社が合併、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数を変更することが適切な場合は、必要と認

める調整を行うものとする。 

(2) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの

払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

  

④ 平成18年５月23日開催の定時株主総会決議に基づくもの 

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、下表の付与対象者に対し株式報酬型ストックオプション

として新株予約権を発行することを平成18年５月23日開催の定時株主総会において決議したものである。 
  

(注) (1) 付与対象者は、この有価証券報告書提出日以降に開催される当社取締役会決議をもって決定する。 

(2) ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、目的となる株式の数を調整するものとし、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

また、当社が資本の減少等を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資

本の減少等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的となる株式の数を調整するものとする。 

(3) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの

払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

決議年月日 平成18年５月23日

付与対象者の区分及び人数 当社の社内取締役10名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 合計200,000株を上限とする。(注)(1)

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり1,000円(１株当たり１円)(注)(2)

新株予約権の行使期間 割当日の属する月の１年後の応答月の１日から10年以内 

新株予約権の行使の条件 
当社の取締役、執行役員又は監査役の地位を有する時は新株予約権を行
使することができない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。

決議年月日 平成18年５月23日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役を兼務しない役付執行役員(注)(1)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 合計30,000株を上限とする。(注)(2)

新株予約権の行使時の払込金額 １個当たり1,000円(１株当たり１円)(注)(3)

新株予約権の行使期間 平成19年６月１日から平成28年５月31日まで

新株予約権の行使の条件 
当社の取締役、執行役員又は監査役の地位を有する時は新株予約権を行
使することができない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項なし。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項なし。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項なし。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項なし。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、将来に備え経営基盤の強化を図るとともに、経営環境や業績などを斟酌し、可能な限り安定的な配当水準

を維持することを配当政策の基本に据えている。 

当期については、「新・三越モデル」の基盤作りの期間と位置づけ、事業の抜本的改革と不採算店舗の閉鎖に重点

的に取り組む一方、専門店型店舗の拡充等により高い収益力の確保に努めた結果、当期純利益は確保したが、企業経

営の健全性や営業基盤のさらなる強化を担うべく、一部内部留保の必要性も考慮して、前期同様１株につき３円の配

当を実施することに決定した。この結果、当期は、配当性向361.3％、自己資本利益率0.4％、株主資本配当率1.4％と

なる。 

当期の内部留保金については、基幹店舗の改装や新規業態開発に向けた投資をすすめる一方、事業の選択と集中を

徹底することにより収益力の向上に努め、安定的な財務基盤の構築と企業競争力の強化を図っていく所存である。 

  



４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) (1) 当社は、平成15年９月１日付で新設合併により設立され、同日付で東京証券取引所市場第一部に新規上場された。 

(2) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高(円) 504 696 818

最低(円) 336 459 453

月別 
平成17年 
９月 

10月 11月 12月
平成18年 
１月 

２月 

最高(円) 561 553 608 779 818 757

最低(円) 501 475 493 598 672 632



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株) 

代表取締役 
社長   石 塚 邦 雄 昭和24年9月11日生

昭和47年５月 株式会社三越入社

17 

平成14年９月 同社営業本部副本部長兼業務部

長 
平成15年２月 同社執行役員就任

平成15年９月 当社執行役員就任

平成16年３月 当社上席執行役員就任

平成17年３月 当社常務執行役員就任

平成17年５月 当社取締役社長就任

現在に至る 

代表取締役 
専務執行役員 

百貨店事業  
本部長 山 本 多加志 昭和21年10月29日生

昭和44年５月 株式会社三越入社

7 

平成13年５月 同社執行役員就任

平成15年９月 当社執行役員就任

平成16年３月 当社上席執行役員就任

平成17年５月 当社取締役上席執行役員就任 
平成18年２月

平成18年５月

当社取締役常務執行役員就任 
当社取締役専務執行役員就任、

百貨店事業本部長委嘱 
  現在に至る

取締役 
常務執行役員 本店長 谷 北 陽 一 昭和23年３月21日生

昭和46年５月 株式会社三越入社

2 

平成15年９月 当社本店婦人子供用品部ゼネラ

ルマネジャー 
平成16年３月 当社執行役員就任

平成17年３月 当社上席執行役員就任

平成17年５月 当社取締役上席執行役員就任 
平成18年２月 当社取締役常務執行役員就任、

本店長委嘱 
現在に至る 

取締役 
常務執行役員 

コンプライア
ンス担当兼グ
ループ本社管
理担当 

小 野 俊 一 昭和22年４月４日生

昭和47年５月 株式会社三越入社

5 

平成11年３月 同社本社経営推進室人事部長 
平成13年５月 同社執行役員就任

平成15年９月 当社執行役員就任

平成16年３月 当社上席執行役員就任

平成16年５月

平成18年５月

当社取締役上席執行役員就任 
当社取締役常務執行役員就任、

コンプライアンス担当兼グルー

プ本社管理担当委嘱 
現在に至る 

取締役 
常務執行役員 

経営企画部長
兼関連事業本
部長 専門館
事業・通信販
売事業管掌 

天 野 公 平 昭和23年９月17日生

昭和47年５月 株式会社三越入社

3 

平成15年９月 当社本社不動産管理室長

平成16年３月 当社執行役員就任

平成17年５月 当社取締役上席執行役員就任 
平成18年５月 当社取締役常務執行役員就任、

経営企画部長兼関連事業本部長 

専門館事業・通信販売事業管掌

委嘱 
  現在に至る

取締役 
上席執行役員 銀座店長 重 松   健 昭和23年11月15日生

昭和46年５月 株式会社三越入社

25 

平成11年３月 同社営業本部商品企画部長 
平成12年５月 同社執行役員就任

平成14年５月 同社取締役就任

平成15年９月 当社取締役上席執行役員就任 
平成16年３月 当社取締役常務執行役員就任 
平成17年５月 当社取締役上席執行役員就任、

銀座店長委嘱 
現在に至る 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 
上席執行役員 名古屋栄店長 松 村  茂 昭和25年11月10日生

昭和48年５月 株式会社三越入社

2 

平成11年３月 同社本社経営推進室業務部関連事

業・国際事業担当ゼネラルマネジ

ャー 
平成15年11月 当社本社総務人事部人事担当ゼネ

ラルマネジャー 
平成17年３月 当社執行役員就任

平成18年２月

平成18年５月

当社上席執行役員就任

当社取締役名古屋栄店長委嘱 
  現在に至る

取締役 
    佐 藤 文 夫 昭和４年２月14日生

昭和28年４月 株式会社東芝入社

10

昭和57年６月 同社取締役就任

昭和59年６月 同社常務取締役就任

昭和61年６月 同社専務取締役就任

昭和63年６月

平成４年６月

平成８年６月

平成11年６月

平成15年９月

同社取締役副社長就任

同社取締役社長就任 
同社取締役会長就任 
同社相談役就任 
当社取締役就任 
現在に至る 

取締役 
    北 山 禎 介 昭和21年10月26日生

昭和44年４月 株式会社三井銀行（現三井住友銀

行）入行 

1

平成９年６月 株式会社さくら銀行（現三井住友

銀行）取締役就任 
平成13年４月 株式会社三井住友銀行常務取締役

兼常務執行役員就任 
平成15年６月

  
平成16年６月

  
平成17年６月

  
  

平成18年５月

同社専務取締役兼専務執行役員就

任 
株式会社三井住友フィナンシャル

グループ取締役副社長就任 
同社取締役社長就任 
株式会社三井住友銀行取締役会長

就任 
当社取締役就任 
現在に至る 

  
取締役 

  

  
  

  
見 城 美枝子 

  
昭和21年１月26日生

昭和43年４月

昭和48年10月

東京放送入社

同社退社 

5

平成７年４月 福岡県春日市ふれあい文化センタ

ー館長就任（平成11年3月退任） 
平成８年４月 青森大学社会学部教授就任 
平成14年12月

  
平成16年７月

平成18年５月

ＪＡ全農経営役員就任（平成17年7

月退任） 
オルト株式会社取締役就任 
当社取締役就任 
現在に至る 

常勤監査役   阿 部 健 一 昭和21年６月22日生

昭和45年５月 株式会社三越入社

24

  

平成12年２月 同社本社経営推進室経理部長 
平成12年５月 同社執行役員就任

平成13年５月 同社取締役就任

平成15年９月 当社取締役上席執行役員就任 
平成16年５月

  
当社常勤監査役就任

現在に至る 

常勤監査役   竹 並 紘 司 昭和19年１月３日生

昭和41年５月 株式会社三越入社

19 

平成11年５月 同社執行役員就任

株式会社福岡三越取締役社長就任 
平成15年５月 株式会社三越取締役就任

平成15年９月

平成16年５月

当社取締役上席執行役員就任 
当社常勤監査役就任 

  現在に至る



  

(注) (1) 佐藤文夫氏、北山禎介氏、見城美枝子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。 

(2) 佐成豐彦氏、河村綱也氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

監査役   佐 成 豐 彦 昭和11年１月22日生

昭和36年10月 公認会計士太田哲三事務所入所 

11 

昭和42年１月 監査法人太田哲三事務所(現新日

本監査法人)入所 
昭和59年６月 同法人代表社員

平成10年５月 同法人理事長

平成13年３月 公認会計士佐成豐彦事務所開設 
平成13年５月

平成15年９月 
株式会社三越監査役就任

当社監査役就任 
現在に至る 

監査役   河 村 綱 也 昭和３年11月21日生

昭和27年４月 株式会社三井銀行入社 

2

  

昭和56年６月 同社取締役就任

昭和59年６月 同社常勤監査役就任

平成12年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 
河村法律事務所入所 

平成16年４月

  
平成16年５月 

東京弁護士会法制委員会委員長就

任 
当社監査役就任 
現在に至る 

計 133



  
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「社会的貢献と企業の繁栄」「伝統を越える革新性」「まごころと創意工夫」という経営理念のもと、

健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組

んでいる。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンス 

1) 経営の意思決定の迅速化とプロセスの透明化 

社外取締役を設置することにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、重要な経営方針や経営課題に

ついては、取締役会の先議機関である経営会議を原則として月２回以上開催し、意思決定の迅速化を図ってい

る。 

2) 役員の選解任・報酬決定の基準・プロセスの明確化  

取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする任意の「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、取

締役・執行役員の任免および処遇の審議を行い、取締役会への助言・提言を行っている。さらに役員評価制度

を導入し、役員としての業績責任と経営者としての資質について「指名委員会」「報酬委員会」で評価を行

い、ルールに則り運用する仕組みを構築している。 

3) 役員の業績責任を反映した役員報酬制度の導入 

取締役としての役割と執行役員としての業務執行責任を明確に分けて、取締役報酬と執行役員報酬とからな

る報酬を設定し、執行役員報酬部分については重要課題の達成度合いを評価し決定される「業績成果報酬」の

考え方を導入している。さらに、「業績成果報酬」の一部を「株式報酬」に置き換え、「株式報酬型ストック

オプション」として新株予約権を割り当てる制度を導入し、当社株価との連動性を高め株価上昇によるメリッ

トだけではなく、株価下落によるリスクを株主と共有し、取締役及び執行役員の株価向上に対する意欲や士気

を高め、企業価値の増大を図り、株主重視の経営を目指している。 

② 内部統制システムおよびリスクマネジメント体制の構築 

当社においては、内部統制の目的を①業務の有効性と効率性、②財務報告の信頼性、③法令順守、④財産の保

全と捉え、企業の存続と利益創出を支える不可欠なものと考えている。 

平成13年には当社の伝統を支える「正直な商売」と「まごころのサービス」を具現化する根本的な指針となる

「三越倫理憲章」を制定し、さまざまな事業活動における法令の順守と企業倫理の徹底を柱としたコンプライア

ンス体制強化に努めている。 

また、社内常設委員会として、企業行動委員会、公正取引推進委員会、個人情報管理委員会、品質向上委員

会、環境推進委員会、人権啓発推進委員会を設置し、社内における基本方針・施策・具体的対応等を策定および

その実施状況の定期的なチェック等を行い、コンプライアンスとリスクマネジメントに対する実効性を高めてい

る。 

具体的には、企業行動委員会は社長を委員長とした企業三越の行動を適正適法に全社的に推進、維持するため

の、内部統制システムの中心的な組織として設置している。また各常設委員会の上部組織としての役割も担って

おり、各常設委員会の活動や施策等の取組状況の確認を行っている。 

公正取引推進委員会は、三越グループ全体における公正取引の順守体制を構築している。当社は公正取引の順

守を経営の重要事項の一つと位置づけており、公正かつ透明性の高い企業行動を実践するため、社内規程やマニ

ュアルの作成、定期的な講習会の実施など、従業員の教育・教宣活動を行っている。 

個人情報管理委員会は、社長の任命するＣＰＯ（個人情報統括責任者）を中心に個人情報の安全管理のための

活動を行っている。社内の規程・ルールを定めるとともに、定期的に社内教育、管理状況の確認を実施し、個人



情報の保護と利用が適正に行われるよう努めている。 

品質向上委員会は、社長を委員長に各店・事業部それぞれに品質向上委員会を設置し、商品の品質と表示にか

かわるコンプライアンスレベルの向上を中心として活動している。具体的には、商品検品、食品衛生管理、適正

計量管理、催事商品・媒体の定期的なチェックを行っている。 

環境推進委員会は、社長を委員長に各店・事業部に委員会を設置し、国際環境規格である環境マネジメントシ

ステム（ＩＳＯ14001）に沿った環境改善活動を行っている。具体的には、環境配慮商品の提案、省エネ、省資

源、廃棄物の削減とリサイクルの推進に取り組んでいる。 

人権啓発推進委員会は、社内の人権啓発の解決の一翼を担う目的で、各店・各事業部・関連会社に設置され、

実際の職場に即した啓発研修活動を行っている。 

③ 内部監査体制 

内部監査部門として、各部門から独立した監査室を設置し、監査室長を含む計５名が業務執行の正当性、結果

責任および法令順守の視点から、当社グループ会社全体の監査を行っている。 

また監査役職務補助のため監査室のうち２名が監査役スタッフとして兼務し、監査役との相互連携を適切に行

っている。 

具体的な活動として、監査役と連携した半期に一度の各店各事業部への実地監査、さらにグループ本社業務部

と連携して月に一度の月例自店監査を実施しており、監査結果については定期的に社長および監査役に報告を行

うとともに、重大な法令違反・定款違反の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見した場合

には直ちに報告することとしている。 

④ 会計監査の状況 

当社と新日本監査法人との間では、監査契約を締結しており、法律の規定に基づいた会計監査を実施してい

る。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、次のとおりである。 

     （注）継続監査年数は、平成15年９月１日付の新設合併により消滅した旧㈱三越を通算すると、田口茂雄が

15年、中村雅一が６年である。 

なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士９名、会計士補16名である。 

⑤ 社外取締役および社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係の概要 

当社取締役10名のうち社外取締役が３名、また監査役４名のうち社外監査役が２名就任している。 

当社の社外取締役および社外監査役は、当社および当社子会社との間には人的関係、資本関係または取引関係

その他の利害関係はない。 

⑥ 社内通報制度 

当社では平成14年11月より内部通報制度として、「三越グループホットライン」を設置し、本年４月１日から

施行されている公益通報者保護法をふまえ、内部統制の実効性を高めている。通報内容により、「ホットライン

委員会」を開催して対応し、社長・顧問弁護士が参加することもある。 

  

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 

指 定 社員 

業務執行社員 
田 口 茂 雄 新日本監査法人 ３年 

指 定 社員 

業務執行社員 
中 村 雅 一 同上 ３年 

指 定 社員 

業務執行社員 
阪  中  修 同上 ２年 



(3) コーポレート・ガバナンス及びリスク管理体制 

① コーポレート・ガバナンス体制 

当社は、経営の意思決定の迅速化を図るため取締役員数を１５名以内とするとともに、意思決定機能と業務執行

機能の役割の明確化と業務執行のスピードアップを目指した「執行役員制度」を導入している。 

さらに、社外取締役３名と代表取締役から構成する任意の「指名委員会」並びに「報酬委員会」を設置し、役員

の選解任と報酬の決定基準及びプロセスを明確化するなど、経営監督機能の強化を図っている。 

    また、重要な経営方針や経営課題について原則月２回以上経営会議を開催し、審議を行い意思決定の迅速化と透

明化を図っている。 

  以上のように当社におけるコーポレート・ガバナンスは、監査機関としての社外監査役２名を含む監査役会によ

る監査制度を基本に、監査室及び業務部を所管とする内部監査担当を置きコンプライアンスの強化と会社情報等への

信頼性確保を図るとともに、意思決定及び業務執行の迅速化と経営の透明性を確保する仕組みを構築している。 

  

 

  

② リスク管理及び情報開示体制 

    前記のコーポレート・ガバナンス体制のもと、平成元年に定めた三越グループに属する企業における内部情報に

関する管理基準等を漸次改定し、内部情報の適時開示についての判断を行うとともに、違法かつ不公正なインサイ

ダー取引の発生を未然に防止する体制を構築している。 

    具体的には、当社及び国内・海外関連事業子会社または取引先の業務等に関して重要な影響を及ぼす未公表の事

実（重要事実）を内部情報と規定し、重要事実に該当すると思われる事実が発生したときは、取扱責任者は速やか

に総括管理責任者に報告を行っている。 

    報告を受けた総括管理責任者は、重要事実が生じた場合には可及的速やかに公表するという原則に沿って、その

情報が重要事実に該当するか否か、また開示すべき事実か否かを判断し、開示内容、時期等を決定している。 

  公表は経営会議及び取締役会の承認を経て、当社の代表取締役の委任により原則として金融庁・証券取引所等へ

は本社担当部長が、報道機関等に対しては広報・ＩＲ室長が行う体制としている。 



 

  



(4) 役員報酬及び監査報酬 

  

  

役員報酬 社内取締役に対する報酬 201百万円

  社外取締役に対する報酬 12百万円

  監査役に対する報酬 55百万円

監査報酬 公認会計士法第２条第１項に  

  規定する業務に基づく報酬 78百万円

  それ以外の業務に基づく報酬 0百万円



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

  ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日

内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

  ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日

内閣府令第５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)及

び前事業年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)並びに当連結会計年度(平成17年３月１日から平成18年２

月28日まで)及び当事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新

日本監査法人により監査を受けている。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※３  30,343 23,162  

２ 受取手形及び売掛金  53,005 38,053  

３ たな卸資産 ※７  42,305 37,627  

４ 繰延税金資産  11,931 2,527  

５ その他  9,628 10,087  

６ 貸倒引当金  △484 △134  

流動資産合計  146,729 23.0 111,321 18.6

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１     

(1) 建物及び構築物 ※３  114,214 117,127  

(2) 土地 ※3,7  251,178 249,736  

(3) 建設仮勘定  11,651 1,550  

(4) その他  9,514 8,081  

有形固定資産合計  386,559 376,495  

２ 無形固定資産     

(1) 借地権他  9,036 9,459  

無形固定資産合計  9,036 9,459  

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※２  30,808 41,828  

(2) 長期貸付金  10,508 10,856  

(3) 差入保証金  47,206 41,337  

(4) 繰延税金資産  168 191  

(5) その他 ※３  7,632 7,512  

(6) 貸倒引当金  △1,770 △1,653  

投資その他の資産合計  94,554 100,073  

固定資産合計  490,150 77.0 486,027 81.4

資産合計  636,879 100.0 597,349 100.0



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  46,844 42,641  

２ １年内償還 
新株予約権付社債 

 ― 28,000  

３ 短期借入金 ※３  42,570 65,405  

４ 未払金 ※８  38,906 ―  

５ 未払法人税等  564 1,224  

６ 商品券  33,836 31,436  

７ 繰延税金負債  109 108  

８ ポイント費用引当金  12 78  

９ その他  61,063 69,893  

流動負債合計  223,908 35.2 238,787 40.0

Ⅱ 固定負債     

１ 新株予約権付社債  28,000 ―  

２ 長期借入金 ※３  160,767 116,481  

３ 繰延税金負債  35,597 43,992  

４ 退職給付引当金  40,712 41,351  

５ その他 ※９  18,498 16,333  

固定負債合計  283,575 44.5 218,158 36.5

負債合計  507,483 79.7 456,945 76.5

(少数株主持分)     

少数株主持分  371 0.1 384 0.1

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  37,404 5.9 37,404 6.3

Ⅱ 資本剰余金  41,879 6.6 41,899 7.0

Ⅲ 利益剰余金  50,190 7.9 57,799 9.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  746 0.1 2,039 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定  △920 △0.1 1,276 0.2

Ⅵ 自己株式 ※５  △273 △0.0 △400 △0.1

資本合計  129,025 20.3 140,018 23.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 636,879 100.0 597,349 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  887,782 100.0 842,009 100.0

Ⅱ 売上原価  644,554 72.6 611,800 72.7

売上総利益  243,228 27.4 230,208 27.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 宣伝費 25,736 22,564   

２ 商品送達費 22,948 18,945   

３ ポイント費用引当金 
  繰入額 

13 78   

４ 給料手当 71,645 64,966   

５ 退職給付費用 4,393 4,141   

６ 福利厚生費 10,078 9,406   

７ 借地借家料 30,775 30,295   

８ 減価償却費 11,643 12,752   

９ 水道光熱費 7,390 6,881   

10 その他 43,389 228,013 25.7 44,905 214,936 25.5

営業利益  15,214 1.7 15,272 1.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 232 251   

２ 受取配当金 221 346   

３ 債務勘定整理益 4,159 3,842   

４ 持分法による投資利益 5,251 6,541   

５ その他 1,217 11,083 1.2 1,307 12,290 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 3,136 2,849   

２ 商品棚卸不足 661 491   

３ 商品評価損 1,196 80   

４ 債務勘定整理益繰戻損 2,818 2,732   

５ その他 1,586 9,398 1.1 1,464 7,619 0.9

経常利益  16,898 1.9 19,943 2.4



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益     

１ 貸倒引当金取崩益 325 19    

２ 固定資産売却益 ※１ 793 9,891    

３ 投資有価証券売却益 460 75    

４ 差入保証金等戻入益 ※３ ― 2,181    

５ 退職給付引当金取崩益 ※２ 147 ―    

６ その他 ― 1,726 0.2 1,134 13,303 1.6

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※４ ― 548    

２ 固定資産除却損 ※５ 2,303 1,502    

３ 店舗閉鎖損失 ※６ 12,989 2,173    

４ 早期退職措置関連損失 ※７ 16,645 231    

５ 事業撤退損失 ※８ 840 365    

６ 役員退職慰労金 64 ―    

７ 投資有価証券評価損 457 0    

８ 持分変動損 343 131    

９ その他 ― 33,644 3.8 864 5,818 0.7

税金等調整前当期純利益 
又は当期純損失(△) 

 △15,018 △1.7 27,428 3.3

法人税、住民税 
及び事業税 

1,041 1,097    

過年度法人税等 ― 320    

過年度法人税等戻入額 68 ―    

法人税等調整額 △11,988 △11,015 △1.2 16,904 18,322 2.2

少数株主利益  64 0.0 17 0.0

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △4,067 △0.5 9,088 1.1



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 41,832 41,879

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 自己株式処分差益 46 46 20 20

Ⅲ 資本剰余金期末残高 41,879 41,899

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 56,282 50,190

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益 ― ― 9,088 9,088

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 1,973 1,479  

２ 連結子会社合併に伴う 
  利益剰余金減少高 

51 ―  

３ 当期純損失 4,067 6,092 ― 1,479

Ⅳ 利益剰余金期末残高 50,190 57,799



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益又は
  当期純損失(△) 

 △15,018 27,428 

２ 減価償却費  13,927 14,318 

３ 連結調整勘定償却額  △148 ― 

４ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △437 △266 

５ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △11,134 594 

６ 受取利息及び受取配当金  △453 △598 

７ 支払利息  3,136 2,849 

８ 持分法による投資利益  △5,251 △6,541 

９ 固定資産売却益  △793 △9,891 

10 投資有価証券売却益  △460 △75 

11 差入保証金等戻入益  ― △2,181 

12 固定資産売却損  ― 548 

13 固定資産除却損  2,303 1,502 

14 店舗閉鎖損失  12,989 2,173 

15 早期退職措置関連損失  16,645 231 

16 事業撤退損失  840 365 

17 投資有価証券評価損  457 0 

18 持分変動損  343 131 

19 売上債権の増減額(増加：△)  2,823 14,878 

20 たな卸資産の増減額(増加：△)  2,811 4,510 

21 仕入債務の増減額(減少：△)  △4,671 △4,160 

22 未払消費税等の増減額(減少：△)  1,264 1,176 

23 その他  12,776 △4,928 

小計  31,951 42,065 

24 利息及び配当金の受取額  1,197 1,193 

25 利息の支払額  △3,157 △2,845 

26 早期退職措置に伴う支払額  ― △19,760 

27 店舗閉鎖に伴う支払額  ― △6,007 

28 法人税等の支払額  △1,274 △1,358 

営業活動によるキャッシュ・フロー  28,717 13,286 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △1,344 △111 

２ 定期預金の払戻による収入  1,658 582 

３ 有価証券・投資有価証券の取得による 
  支出 

 △1,222 △1,545 

４ 有価証券・投資有価証券の売却による 
  収入 

 1,108 370 

５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
  売却による収入 

※２ ― 135 

６ 有形・無形固定資産の取得による支出  △32,597 △12,214 

７ 有形・無形固定資産の売却による収入  5,666 8,709 

８ 短期貸付金の純増減額(純増加：△)  7 0 

９ 長期貸付けによる支出  △110 ― 

10 長期貸付金の回収による収入  519 256 

11 その他の投資の増加による支出  △1,844 △3,857 

12 その他の投資の減少による収入  2,856 9,424 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,303 1,750 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額(純減少：△)  △16,888 △1,999 

２ 長期借入れによる収入  29,116 12,400 

３ 長期借入金の返済による支出  △32,430 △29,413 

４ 新株予約権付社債の発行による収入  27,919 ― 

５ 自己株式の取得による支出  △178 △128 

６ 自己株式の売却による収入  47 21 

７ 配当金の支払額  △1,968 △1,473 

８ 少数株主への配当金支払額  △4 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,612 △20,596 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △37 277 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  8,989 △5,281 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  19,257 28,247 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 28,247 22,965 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数     30社 

主要な連結子会社の名称 

連結子会社は、「第１ 企業の概況 ４ 関係会

社の状況」に記載しているため、省略している。 

当連結会計年度中の減少 ７社 

三越縫製㈱、上田縫製㈱の２社は、㈱第一ファッ

ションサービスを存続会社として平成16年３月１

日付で合併し、社名を三越縫製㈱と変更した。 

また、㈱名古屋三越コンピュータサービスは、㈱

三越情報サービスを存続会社として平成16年３月

１日付で合併した。 

室町美術㈱は平成16年８月末までに、㈱名古屋三

越友の会、㈱鹿児島三越友の会は平成17年２月末

までに、清算が結了したため、上記連結子会社の

数には含まれていないが、清算までの損益計算書

については連結している。 

㈱ワイ・シー・シーは、平成17年１月末に子会社

に該当しなくなったため、上記連結子会社の数に

は含まれていないが、それまでの損益計算書につ

いては連結している。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数      27社 

主要な連結子会社の名称 

連結子会社は、「第１ 企業の概況 ４ 関係会

社の状況」に記載しているため、省略している。 

当連結会計年度中の減少  ３社 

名古屋三越クチュール㈱は平成17年8月末に、㈱

三越ブライダル・エクセレンスは平成18年２月末

までに清算が結了したため、上記連結子会社の数

には含まれていないが、清算までの損益計算書に

ついては連結している。 

㈱シュテルン川口は、平成17年８月末に全株式を

譲渡したため上記連結子会社の数には含まれてい

ないが、株式譲渡時までの損益計算書については

連結している。 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称 

枚方中央ビル㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名称 

枚方中央ビル㈱ 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためである。 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称 

㈱ワイ・シー・シー 

(子会社としなかった理由) 

当社は、㈱ワイ・シー・シーの議決権を自己の計

算において過半数を所有しているが、契約により

実質的に経営を他に委ねたため子会社としていな

い。 

(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず子会社としなかっ

た当該他の会社等の名称 

㈱ワイ・シー・シー 

(子会社としなかった理由) 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の数 ２社 

会社等の名称 

㈱プランタン銀座、新光三越百貨股份有限公司 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の数 ３社 

会社等の名称 

㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨店、新光三越百

貨股份有限公司 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称 

非連結子会社――枚方中央ビル㈱ 

関連会社――――栄地下センター㈱ 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称 

非連結子会社――枚方中央ビル㈱ 

関連会社――――栄地下センター㈱ 

(持分法を適用しない理由) 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がないため

である。 

(持分法を適用しない理由) 

同左 

(3) 持分法を適用した会社のうち事業年度が親会社の

事業年度と異なる会社の取扱 

持分法を適用した会社のうち、事業年度が親会社

の事業年度と異なる会社については、当該会社の

事業年度に係る財務諸表を使用している。 

  

(3) 持分法を適用した会社のうち事業年度が親会社の

事業年度と異なる会社の取扱 

        同左 

  

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、フランス三越S.A.S.、英国三越

LTD.、英国三越レストランLTD.、イタリア三越

S.p.A.、ドイツ三越GmbH、スペイン三越S.A.、米国

三越INC.、三越企業有限公司、三越レストランサー

ビスLTD.(香港)の９社の決算日は12月31日である。

連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行うこととして

いる。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

         同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は主として移動平均法により算定) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

③たな卸資産 

商品 

主として売価還元法による原価法(店頭外商品

は、個別法による原価法) 

③たな卸資産 

商品 

同左 

製品、半製品、原材料 

主として移動平均法による低価法 

製品、半製品、原材料 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

建物(附属設備を除く) 

主として定額法 

建物以外の有形固定資産 

主として定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、主とし

て法人税法に規定する方法と同一の基準により償

却 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

建物(附属設備を除く) 

同左 

建物以外の有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、主として法人税法に

規定する方法と同一の基準により償却 

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

②無形固定資産 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

社債発行費 

 支出時の費用としている。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

      ―――――― 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に債権の回収可能性を考慮し

て引当てている。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当連結会計年

度末におけるポイント残高に対する将来の金券発

行見積り額を引き当てている。 

(追加情報) 

当社は、平成16年11月に、販売促進を目的とした

ポイントカード制度を導入した。 

これにより、当連結会計年度末より、将来のポイ

ント使用に備えるためポイント費用引当金を計上

している。 

当連結会計年度に発生した繰入額13百万円は販売

費及び一般管理費に計上している。 

②ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当連結会計年

度末におけるポイント残高に対する将来の金券発

行見積り額を引き当てている。 

      ―――――― 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、主として当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を引当てている。 

会計基準変更時差異については、10年による按分

額を費用処理している。 

過去勤務債務については、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主と

して13年)による定額法により按分した額を費用

処理している。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(主として13年)による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理している。 

③退職給付引当金 

同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、主として通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっている。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

為替予約取引について振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワップ取引につい

て特例処理の要件を満たしている場合は特例処理

を採用している。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引、金利スワップ取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引、借入

金の支払金利 

ヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

当社グループにおけるデリバティブ取引管理規定

に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを

回避することを目的としてヘッジ取引を利用して

いる。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関する

重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省

略している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用している。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、発生金額が少額の

ため一括償却している。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

       ―――――― 

７ 利益処分項目等の取扱に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて

作成している。 

７ 利益処分項目等の取扱に関する事項 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなってい

る。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

  



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

―――――― 減価償却方法の変更 

親会社は、有形固定資産の減価償却方法に関して、従

来、平成15年９月１日付で実施した新設合併後も各店舗

ごとに、それぞれ合併前の異なる減価償却方法を引続き

採用していたが、当連結会計年度から下記の通り変更す

ることとした。 

 ①千葉店、名古屋栄店、星ヶ丘店、新潟店 

  平成10年４月１日前に取得した賃貸ビル以外の建物

（附属設備を除く）について、定率法から定額法に

変更。 

  また、賃貸ビルの建物附属設備について定額法から

定率法に変更。 

 ②福岡店、鹿児島店 

  建物（附属設備を除く）以外の有形固定資産につい

て定額法から定率法に変更。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資産管理システ

ムの統合が、当連結会計年度に完了したのを機に減価償

却方法の見直しを行い、全社的に有形固定資産の減価償

却方法を統一してより望ましい会計方針を採用するため

に行ったものである。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して販

売費及び一般管理費は122百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は122百万円減少し

ている。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

している。 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示

していた「未払金」については、負債、少数株主持分及

び資本の合計額の5/100を超えたため、当連結会計年度

より区分掲記することとした。なお、前連結会計年度の

「未払金」は7,269百万円である。 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において区分して掲記していた「未払

金」（当連結会計年度は10,598百万円）は、負債、少数

株主持分及び資本の合計額の5/100以下であるため、当

連結会計年度においては流動負債の「その他」に含めて

表示している。 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表

示していた「商品評価損」については、営業外費用の総

額の10/100を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

することとした。なお、前連結会計年度の「商品評価

損」は355百万円である。 

―――――― 



追加情報 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当社は、平成16年９月30日付で次のとおり固定資産の売

買契約を締結し、平成17年５月末に引渡しを行う予定で

ある。 

  

譲渡物件 

  

大阪店店舗及び駐車場の土地、建物 

(大阪市中央区高麗橋一丁目) 

譲渡先 株式会社長谷工コーポレーション 

譲渡価額 9,735百万円 

譲渡益見込額 9,140百万円(概算) 

譲渡の理由 

  

大阪店の閉鎖により売却するものであ

る。 

１．法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法 

  「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上している。 

  この結果、販売費及び一般管理費は611百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は611百万円減少している。 

  ２．新店舗出店の決議 

  当社は平成17年10月13日開催の取締役会において、

西日本旅客鉄道株式会社とそのグループ会社である

大阪ターミナルビル株式会社とかねてより協議して

いた、ＪＲ大阪駅新北ビル内商業施設の百貨店ゾー

ンへの出店を決議した。 

  店舗名   株式会社三越 大阪店 

  場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨店ゾーン 

        地下２階～10階部分に出店 

  売場面積  約50,000平方メートル 

  開業時期  2011年（平成23年） 春 予定 

  売上目標  55,000百万円（開店後１年間） 

  投資額   40,000百万円 

  ３．連結子会社における固定資産の譲渡契約 

  当社の連結子会社において、平成17年12月29日付で

次のとおり固定資産の売買契約を締結し、平成19年

１月末までに引渡しを行う予定である。 

  譲渡物件   目黒配送所土地・建物 

         (東京都目黒区下目黒2丁目215番地1) 

         文京配送所土地・建物 

         (東京都文京区本駒込3丁目229番地2他) 

         世田谷配送所土地・建物 

         (東京都世田谷区上用賀2丁目2番地2) 

         ほか、都内12配送所 

  譲渡先    パシフィックマネジメント株式会社 

  譲渡価額   9,900百万円 

  譲渡益見込額 3,900百万円（概算） 

  譲渡の理由  各配送所の閉鎖により売却するもの

である。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(平成18年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 207,091百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 187,102百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

   投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会 

社株式 19,051百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりである。 

   投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会 

社株式 26,678百万円

※３ 担保に供している資産 

   上記物件は、短期借入金616百万円及び長期借入

金304百万円の担保に供している。 

現金及び預金 28百万円

建物及び構築物 4,751百万円

土地 73,000百万円

投資その他の資産のその他 209百万円

合計 77,988百万円

※３ 担保に供している資産 

   上記物件は、短期借入金304百万円の担保に供し

ている。 

現金及び預金 27百万円

建物及び構築物 4,637百万円

土地 73,000百万円

投資その他の資産のその他 232百万円

合計 77,897百万円

 ４ 偶発債務 

親会社及び連結子会社１社に 
係る従業員住宅ローン保証 

3,650百万円

 ４ 偶発債務 

親会社の従業員住宅ローン保証 2,551百万円

※５ 自己株式の保有数 

連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有す

る連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式

22,021千株である。 

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

515,022千株である。 

※５ 自己株式の保有数 

連結会社及び持分法を適用した関連会社が保有す

る連結財務諸表提出会社の株式の数は、普通株式 

22,198千株である。 

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

515,022千株である。 

 ６ 連結子会社１社は、当社グループ従業員の福利厚

生を目的として、従業員の任意によりキャッシン

グカード契約を締結しており、この契約に係る融

資未実行残高は626百万円である。なお、この契

約の多くは、融資が実行されずに終了するもので

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも将

来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは

ない。 

 ６ 連結子会社１社は、当社グループ従業員の福利厚

生を目的として、従業員の任意によりキャッシン

グカード契約を締結している。この契約に基づく

当連結会計年度末の融資未実行残高は次のとおり

である。 

   なお、この契約の多くは、融資が実行されずに終

了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を与

えるものではない。 

融資限度額 750 百万円

融資実行残高 70 百万円

差引未実行残高 680 百万円

※７ 保有目的変更により、従来流動資産のたな卸資産

に計上していた販売用不動産54百万円を固定資産

の土地に振替えている。 

―――――― 

※８ 未払金には、早期退職特別優遇措置に関連するも

のが、19,871百万円含まれている。 

―――――― 

※９ 固定負債のその他には、長期未払金として早期退

職特別優遇措置に関連するものが、6,880百万円

含まれている。 

―――――― 



(連結損益計算書関係) 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

建物及び構築物 85百万円

土地 706百万円

その他 0百万円

合計 793百万円

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

建物及び構築物 9百万円

土地 9,855百万円

その他 26百万円

合計 9,891百万円

※２ 退職給付引当金取崩益は、連結子会社２社が適格

退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度を導入

することに伴い発生した取崩益である。 

          ―――――― 

          ―――――― ※３ 差入保証金等戻入益は、閉鎖店舗に係る賃借店舗

の撤退条件変更による差入保証金及び原状回復費

用等の戻入益である。 

          ―――――― ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりである。 

土地 540百万円

その他 8百万円

合計 548百万円

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物及び構築物 1,969百万円

その他 333百万円

合計 2,303百万円

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物及び構築物 1,291百万円

その他 211百万円

合計 1,502百万円

※６ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗に係る損失

であり、内訳は次のとおりである。 

固定資産除却損 3,776百万円

店舗賃貸借契約解約損等 9,212百万円

合計 12,989百万円

※６ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗に係る固定

資産除却損等である。 

固定資産除却損 527百万円

店舗賃貸借契約解約損等 1,645百万円

合計 2,173百万円

※７ 早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置

による退職者への特別退職金等であり、内訳は次

のとおりである。 

特別退職金 15,881百万円

再就職関連費用 527百万円

その他 236百万円

合計 16,645百万円

※７ 早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置

による退職者への特別退職金等である。 

   

   

   

   

※８ 事業撤退損失は、ホテル事業からの撤退に伴う固

定資産売却損等であり、内訳は次のとおりであ

る。 

固定資産売却損 757百万円

特別退職金 52百万円

その他 30百万円

合計 840百万円

※８ 事業撤退損失は、連結子会社において撤退を決定

したブライダル事業及び食品卸売事業に係るリー

ス解約損等である。 

   

   

   

   



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

―――――― 

現金及び預金勘定 30,343百万円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△610百万円

当座借越(短期借入金勘定) △1,485百万円

現金及び現金同等物の期末残高 28,247百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で

なくなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により㈱シュテルン川口が連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の

内訳並びに同社株式の売却価額と売却による収入

は次のとおりである。             

  流動資産              376 百万円 

  固定資産              536 百万円 

    流動負債             △806 百万円 

  固定負債              △12 百万円 

  株式売却益               95 百万円 

   ㈱シュテルン川口株式の売却価額   190 百万円 

  ㈱シュテルン川口現金及び現金同等物 △54 百万円 

  差引：売却による収入        135 百万円 

現金及び預金勘定 23,162百万円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△139百万円

当座借越(短期借入金勘定) △57百万円

現金及び現金同等物の期末残高 22,965百万円



(リース取引関係) 
  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) 借手側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1) 借手側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  有形固定資産のその他

取得価額相当額 10,448百万円

減価償却累計額相当額 4,437百万円

期末残高相当額 6,010百万円

  
建物及び

構築物 

有形固定資産

のその他 

無形固定

資産 
合計 

取得価額

相当額 
42百万円14,139百万円 41百万円 14,223百万円

減価償却

累計額相

当額 
5百万円 6,463百万円 3百万円 6,472百万円

期末残高

相当額 
37百万円 7,675百万円 37百万円 7,750百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

１年内 1,861百万円

１年超 4,149百万円

合計 6,010百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

(注)       同左 

１年内 2,297百万円

１年超 5,452百万円

合計 7,750百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,771百万円

減価償却費相当額 1,771百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,849百万円

減価償却費相当額 2,849百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(2) 貸手側 

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

(2) 貸手側 

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

  有形固定資産のその他

取得価額 804百万円

減価償却累計額 660百万円

期末残高 144百万円

  有形固定資産のその他

取得価額 97百万円

減価償却累計額 92百万円

期末残高 5百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 86百万円

１年超 55百万円

合計 142百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5百万円

１年超 0百万円

合計 6百万円

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 136百万円

減価償却費 122百万円

受取利息相当額 8百万円

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 60百万円

減価償却費 59百万円

受取利息相当額 4百万円

④利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の購入価額の差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については利息

法によっている。 

④利息相当額の算定方法 

同左 



  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

(1) 借手側 

未経過リース料 

１年内 4,362百万円

１年超 41,945百万円

合計 46,307百万円

(1) 借手側 

未経過リース料 

１年内 4,164百万円

１年超 38,663百万円

合計 42,828百万円

(2) 貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,100百万円

１年超 7,430百万円

合計 9,530百万円

(2) 貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,103百万円

１年超 5,341百万円

合計 7,444百万円



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年２月28日) 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年２月28日) 

  

  

区分 
取得原価
(百万円) 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

 

① 株式 2,972 4,424 1,452

② その他 14 14 0

小計 2,986 4,439 1,452

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

 

① 株式 437 372 △64

② その他 ― ― ―

小計 437 372 △64

合計 3,424 4,811 1,387

売却額 
(百万円) 

売却益の合計額
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

1,108 460 1

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券  

① 非上場株式 6,940

② 非上場債券 5



当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年２月28日) 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年２月28日) 

  

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額(平成18年２月

28日) 

  

  

前へ   次へ 

区分 
取得原価
(百万円) 

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの 

 

① 株式 4,353 7,948 3,595

② その他 14 20 6

小計 4,367 7,969 3,602

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの 

 

① 株式 312 280 △31

② その他 ― ― ―

小計 312 280 △31

合計 4,679 8,250 3,570

売却額 
(百万円) 

売却益の合計額
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

369 75 2

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券  

① 非上場株式 6,895

② 非上場債券 4

区分 
１年内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券    

国債・地方債等 0 1 1 ― 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末(平成17年２月28日) 

当社グループで行っているデリバティブ取引は、金利スワップ取引については、特例処理を適用し、為替予

約取引については、振当処理を適用しているため記載していない。 

  

当連結会計年度末(平成18年２月28日) 

当社グループで行っているデリバティブ取引は、金利スワップ取引については、特例処理を適用し、為替予

約取引については、振当処理を適用しているため記載していない。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(1) 取引の内容、取組方針、利用目的 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用し

ている。 

当社及び連結子会社は、通常の業務遂行上必要な範

囲内で、市場リスクを回避する目的でデリバティブ

取引を利用する方針であり、収益の獲得や投機を目

的とした取引は行わない方針である。 

通貨関連では、通常の営業取引における外貨建債権

債務に係る為替変動リスクの回避を目的で、為替予

約取引を利用している。 

金利関連では、変動金利支払の借入金について、将

来の金利支払を固定化する目的で、金利スワップ取

引を利用している。 

(1) 取引の内容、取組方針、利用目的 

同左 

(2) 取引に係るリスクの内容 

当社及び連結子会社のデリバティブ取引の契約先は

信用度の高い銀行であり、契約不履行に係る信用リ

スクはほとんどないものと判断している。 

(2) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(3) 取引に係る管理体制 

重要なデリバティブ取引は、当社及び連結子会社の

取締役会の決定事項である。また、通常の営業取引

上の為替予約取引及び借入金に係る金利スワップ取

引については、当社及び連結子会社が稟議書に基づ

き取引の妥当性を審査するとともに、各社の経理部

が取引の実施及び残高状況を確認し、定期的に経営

会議もしくは取締役会に報告することでリスク管理

をしている。 

(3) 取引に係る管理体制 

同左 



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

親会社及び国内連結子会社４社は、確定給付型の退

職一時金制度及び確定拠出型制度を併用しており、

その他の国内連結子会社は、主として退職一時金制

度または適格退職年金制度を採用している。また、

従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合

がある。 

親会社においては、退職給付信託を設定している。 

一部の海外連結子会社は、確定拠出型の制度を設け

ている。 

平成16年９月において国内連結子会社１社、及び平

成17年２月において国内連結子会社２社は、それぞ

れ適格退職年金制度を廃止し、確定拠出型制度に移

行した。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

親会社及び国内連結子会社４社は、確定給付型の退

職一時金制度及び確定拠出型制度を併用しており、

その他の国内連結子会社は、主として退職一時金制

度または適格退職年金制度を採用している。また、

従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合

がある。 

親会社においては、退職給付信託を設定している。 

一部の海外連結子会社は、確定拠出型の制度を設け

ている。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年２月28日) 

  

  

(注) (1) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算

定に当たり、簡便法を採用している。 

   (2) 早期退職特別優遇措置による退職者に係

る退職給付債務は「①退職給付債務」か

ら控除している。 

① 退職給付債務 △52,352百万円

② 年金資産 5,519百万円

③ 退職給付信託 3,875百万円

④ 未積立退職給付債務 △42,958百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △3,400百万円

⑥ 未認識数理計算上の差異 5,359百万円

⑦ 会計基準変更時差異の未処理額 286百万円

⑧ 退職給付引当金 △40,712百万円

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年２月28日) 

(注) (1)      同左 

  

   (2)      ― 

① 退職給付債務 △55,203百万円

② 年金資産 4,913百万円

③ 退職給付信託 4,799百万円

④ 未積立退職給付債務 △45,489百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △3,115百万円

⑥ 未認識数理計算上の差異 7,215百万円

⑦ 会計基準変更時差異の未処理額 93百万円

⑧ 連結貸借対照表計上額純額 △41,295百万円

⑨ 前払年金費用 56百万円

⑩ 退職給付引当金 △41,351百万円



  

  

前へ   次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

３ 退職給付費用に関する事項 

   (自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

① 勤務費用 2,346百万円

② 利息費用 1,166百万円

③ 過去勤務債務の費用処理額 △285百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 141百万円

⑤ 会計基準変更時差異の 
  費用処理額 

48百万円

⑥ 割増退職金 31百万円

⑦ その他 1,177百万円

⑧ 退職給付費用 4,627百万円

３ 退職給付費用に関する事項 

   (自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

① 勤務費用 2,006百万円

② 利息費用 1,015百万円

③ 過去勤務債務の費用処理額 △285百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 420百万円

⑤ 会計基準変更時差異の
  費用処理額 

47百万円

⑥ 割増退職金 22百万円

⑦ その他 1,063百万円

⑧ 退職給付費用 4,290百万円

(注) (1) 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、勤務費用に計上している。 

   (2) 「⑦その他」は、主として確定拠出年金

に係る要拠出額である。 

   (3) 上記退職給付費用以外に、国内連結子会

社２社において適格退職年金制度を廃止

したことによる退職給付引当金取崩益

147百万円を特別利益に計上しており、ま

た親会社及び国内連結子会社５社におい

て早期退職特別優遇措置による退職者へ

の特別退職金等として、早期退職措置関

連損失16,645百万円を特別損失に計上し

ている。 

(注) (1)      同左 

  

   (2)      同左 

  

   (3)      ― 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

④ 過去勤務債務の額の費用処理年数 

その発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(主として13年)による定額法によ

り按分した額を費用処理している。 

① 割引率 2.0％ 

② 期待運用収益率 0.0％ 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

④ 過去勤務債務の額の費用処理年数 

同左 

① 割引率 2.0％ 

② 期待運用収益率 0.0％ 

③ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(主として13年)によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理している。 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 

同左 

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 

10年による按分額を費用処理している。 

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 

同左 



(税効果会計関係) 

  

  

前へ     

前連結会計年度
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産) 

貸倒引当金損金算入限度 
超過額 

891百万円

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

16,254百万円

減価償却費損金算入限度 
超過額 

1,822百万円

早期退職措置関連損失 10,875百万円

店舗閉鎖損失 4,976百万円

繰越欠損金 10,635百万円

合併受入資産評価損 22,701百万円

その他 5,355百万円

繰延税金資産小計 73,513百万円

評価性引当額 △19,516百万円

繰延税金資産合計 53,997百万円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △648百万円

特定資産圧縮積立金 △2,127百万円

合併受入資産評価益 △73,638百万円

その他 △1,188百万円

繰延税金負債合計 △77,603百万円

繰延税金負債の純額 △23,606百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度
超過額 

503百万円

退職給付引当金損金算入
限度超過額 

16,924百万円

減価償却費損金算入限度
超過額 

1,690百万円

未払事業税否認 286百万円

繰越欠損金 18,662百万円

合併受入資産評価損 21,017百万円

その他 5,977百万円

繰延税金資産小計 65,062百万円

評価性引当額 △28,549百万円

繰延税金資産合計 36,512百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △1,469百万円

特定資産圧縮積立金 △1,630百万円

合併受入資産評価益 △73,462百万円

その他 △1,333百万円

繰延税金負債合計 △77,895百万円

繰延税金負債の純額 △41,382百万円

平成17年２月28日現在の繰延税金負債の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

平成18年２月28日現在の繰延税金負債の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。 

流動資産―繰延税金資産 11,931百万円

固定資産―繰延税金資産 168百万円

流動負債―繰延税金負債 △109百万円

固定負債―繰延税金負債 △35,597百万円

流動資産―繰延税金資産 2,527百万円

固定資産―繰延税金資産 191百万円

流動負債―繰延税金負債 △108百万円

固定負債―繰延税金負債 △43,992百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

国内の法定実効税率 42.05％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

△3.62％

住民税均等割 △1.32％

持分法による投資利益による影響 14.70％

留保利益に係る税効果の影響 △1.32％

消去された未実現利益に係る 
未認識の税効果による影響 

△1.45％

評価性引当額の減少額 31.45％

過年度法人税等 0.45％

その他 △7.59％

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

73.35％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

国内の法定実効税率 40.69％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.41％

住民税均等割 0.64％

持分法による投資利益による影響 △9.70％

留保利益に係る税効果の影響 △0.58％

消去された未実現利益に係る 
未認識の税効果による影響 

0.04％

評価性引当額の増加額 31.69％

過年度法人税等 1.17％

その他 1.44％

税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

66.80％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

  

(注) (1) 事業区分は事業内容を勘案して決定している。 

(2) 各事業区分の主要な内容 

① 百貨店業 ………………………………衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

② 不動産管理業……………………………不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等 

③ その他事業………………………………製造卸売業、その他サービス業 

(3) 従来「その他事業」に含めて表示していた「不動産管理業」は、当該セグメントの営業利益の重要性が増したため、当連

結会計年度より開示の対象としている。なお、前連結会計年度「その他事業」に含まれる「不動産管理業」の売上高は

20,222百万円(内、外部顧客に対する売上高は7,395百万円)、営業利益は749百万円、資産は53,404百万円、減価償却費は

340百万円、資本的支出は13百万円である。 

(4) 長期前払費用の償却費は営業費用に含まれており、当該長期前払費用の増加額を資本的支出に含めている。 

  

  
百貨店業 
(百万円) 

不動産管理業
(百万円) 

その他事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

852,729 15,441 19,611 887,782 ― 887,782

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,107 26,798 73,781 102,686 (102,686) ―

計 854,836 42,240 93,392 990,468 (102,686) 887,782

営業費用 842,699 40,558 91,934 975,191 (102,624) 872,567

営業利益 12,136 1,681 1,458 15,277 (62) 15,214

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

     

資産 562,129 57,030 30,067 649,227 (12,347) 636,879

減価償却費 11,245 658 2,142 14,045 (118) 13,927

資本的支出 33,470 871 1,385 35,728 (591) 35,136



当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

  

(注) (1) 事業区分は事業内容を勘案して決定している。 

(2) 各事業区分の主要な内容 

① 百貨店業 ………………………………衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

② 不動産管理業……………………………不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等 

③ その他事業………………………………製造卸売業、その他サービス業 

(3) 長期前払費用の償却費は営業費用に含まれており、当該長期前払費用の増加額を資本的支出に含めている。 

(4) 会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から有形固定資産の減価償却方法を変更している。この結果、従来と同

一の方法によった場合と比較して、「百貨店業」の営業費用は126百万円増加し、営業利益は同額減少し、「消去又は全

社」の営業費用は４百万円減少し、営業利益は同額増加している。 

  

  
百貨店業 
(百万円) 

不動産管理業
(百万円) 

その他事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

807,060 16,268 18,681 842,009 ― 842,009

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,322 21,376 62,307 86,006 (86,006) ―

計 809,382 37,645 80,988 928,016 (86,006) 842,009

営業費用 797,531 35,340 79,843 912,715 (85,977) 826,737

営業利益 11,850 2,304 1,145 15,300 (28) 15,272

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

     

資産 538,094 58,002 28,006 624,103 (26,753) 597,349

減価償却費 12,487 591 1,434 14,512 (194) 14,318

資本的支出 11,566 69 2,038 13,673 (334) 13,338



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。 

  

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

該当事項なし。 

  

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

該当事項なし。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 261円36銭 １株当たり純資産額 283円92銭

１株当たり当期純損失 8円60銭 １株当たり当期純利益 18円24銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失のため、記載をしていない。 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

16円86銭

項目
前連結会計年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失   

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
(△)(百万円) 

△4,067 9,088 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 174 95 

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) (174) (95)

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円) 

△4,242 8,992 

普通株式の期中平均株式数(株) 493,151,385 492,909,039 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

 当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(株) ― 40,556,252 

(うち新株予約権付社債(株)) （―） (40,345,821)

(うち新株予約権(株)) （―） (210,431)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

(新株予約権)
・平成16年５月27日株主
総会の特別決議 
(新株予約権付社債) 
・ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債 
なお、これらの概要は、
「第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況 (2) 
新株予約権等の状況」に
記載のとおりである。 

――――― 



(重要な後発事象) 

前連結会計年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

 該当事項なし。 

  

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

当社グループの物流事業再構築の一環として、当社の連結子会社である株式会社三越物流の事業を終了すること

に伴い、下記の通り退職特別措置による退職者の募集を行うこととした。 

  

①退職者募集の内容 

募集対象者 平成18年４月７日時点で株式会社三越物流へ出向している当社社員および同時点で在籍している株

式会社三越物流の社員 

募集期間  当社からの出向者     平成18年４月24日から平成18年５月12日まで 

      株式会社三越物流の社員  平成18年５月３日から平成18年５月17日まで 

応募人員  当社からの出向者              73名 

      株式会社三越物流の社員（有期雇用を含む）  301名 

退職日   平成18年８月31日 

  

②損益に与える影響額 

特別退職金の支出等により、平成19年２月期に1,447百万円の特別損失を計上する予定である。 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) (1) 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額である。 

(2) 新株予約権付社債の内容 

  

(注) 新株予約権を行使しようとするものから請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代

えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとする。また、新株予約権が行使さ

れたときは、当該請求があったものとみなす。 

  

(3) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) (1) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。 

(2) 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は次のとおりであ

る。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限

㈱三越 
ユーロ円建転換社債型新
株予約権付社債(注) 

平成16年 
８月２日 

28,000
28,000
(28,000) 

― なし 
平成19年
２月27日 

合計 ― 28,000
28,000
(28,000) 

― ― ― 

発行すべき 
株式の内容 

新株予約
権の発行
価額 

株式の 
発行価格 
(円) 

発行価額
の総額 
(百万円) 

新株予約権の
行使により発行
した株式の発行
価額の総額 
(百万円) 

新株予約権
の付与割合 
(％) 

新株予約権の 
行使期間 

代用払込に
関する事項

㈱三越 
普通株式 

無償 694 28,000 ― 100

自 平成16年 
８月16日 

至 平成19年 
２月13日 

(注)

１年内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

28,000 ― ― ― ―

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 13,260 8,822 1.3 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 29,310 56,583 1.4 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

160,767 116,481 1.4
平成19年３月～ 
平成22年３月 

合計 203,337 181,886 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 52,573 41,238 11,670 11,000



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  22,658 17,587  

２ 受取手形  1,482 638  

３ 売掛金  44,623 32,101  

４ 商品  36,281 31,880  

５ 貯蔵品  178 173  

６ 前渡金  619 1,859  

７ 前払費用  1,841 2,115  

８ 繰延税金資産  11,862 2,420  

９ 短期貸付金 ※４  ― 13,366  

10 その他  6,786 4,918  

11 貸倒引当金  △751 △897  

流動資産合計  125,583 22.5 106,164 20.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物設備 ※１ 254,352 252,811    

減価償却累計額 153,105 101,246 147,157 105,654  

(2) 構築物 2,108 1,961    

減価償却累計額 1,738 369 1,598 362  

(3) 機械装置 5,612 5,566    

減価償却累計額 3,726 1,885 3,739 1,826  

(4) 車両運搬具 78 71    

減価償却累計額 72 6 65 5  

(5) 器具備品 18,666 17,419    

減価償却累計額 13,720 4,946 12,943 4,476  

(6) 土地 ※１  195,879 195,016  

(7) 建設仮勘定  11,617 1,451  

有形固定資産合計  315,952 308,792  

２ 無形固定資産     

(1) 借地権  24,562 24,525  

(2) ソフトウェア  1,746 1,972  

(3) その他  462 469  

無形固定資産合計  26,771 26,967  



  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  11,048 14,237  

(2) 関係会社株式  17,277 16,601  

(3) 出資金  5 5  

(4) 関係会社出資金  774 774  

(5) 長期貸付金  10,954 11,311  

(6) 関係会社長期貸付金  600 600  

(7) 破産・更生債権等  104 104  

(8) 長期前払費用  4,756 4,628  

(9) 差入保証金  43,650 38,105  

(10)その他  2,021 2,042  

(11)貸倒引当金  △917 △796  

投資その他の資産合計  90,275 87,615  

固定資産合計  432,999 77.5 423,374 80.0

資産合計  558,582 100.0 529,539 100.0

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  41,936 37,856  

２ １年内償還新株予約権付 
社債 

 ― 28,000  

３ 短期借入金 ※１  25,724 58,488  

４ 未払金 ※７  41,029 12,960  

５ 未払費用  4,008 4,095  

６ 未払法人税等  134 683  

７ 未払消費税等  1,060 1,657  

８ 前受金  2,940 3,544  

９ 商品券  33,805 31,404  

10 預り金 ※４  48,556 46,509  

11 ポイント費用引当金  12 78  

12 その他  453 448  

流動負債合計  199,662 35.7 225,727 42.6

Ⅱ 固定負債     

１ 新株予約権付社債  28,000 ―  

２ 長期借入金 ※１  142,839 108,506  

３ 長期未払金 ※８  8,296 6,162  

４ 繰延税金負債  31,397 39,617  

５ 退職給付引当金  38,086 38,853  

６ 子会社投資損失引当金  158 432  

７ その他  3,257 3,350  

固定負債合計  252,034 45.2 196,922 37.2

負債合計  451,696 80.9 422,650 79.8



  

  

  
前事業年度

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※２  37,404 6.7 37,404 7.1

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  41,458 41,458  

２ その他資本剰余金     

   自己株式処分差益 46 46 67 67  

資本剰余金合計  41,504 7.4 41,525 7.8

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  8,564 8,564  

２ 任意積立金     

特定資産圧縮積立金 2,863 2,863 2,732 2,732  

３ 当期未処分利益  16,096 15,157  

利益剰余金合計  27,524 4.9 26,454 5.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  698 0.1 1,877 0.4

Ⅴ 自己株式 ※３  △246 △0.0 △373 △0.1

資本合計  106,885 19.1 106,889 20.2

負債・資本合計  558,582 100.0 529,539 100.0



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

１ 商品売上高 827,463 779,612   

２ 興行収入 542 644   

３ 手数料収入 1,127 1,492   

４ 不動産賃貸料収入 4,736 833,870 100.0 6,024 787,774 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 商品売上原価    

(1) 商品期首棚卸高 36,408 36,281   

(2) 当期商品仕入高 614,039 574,985   

合計 650,447 611,266   

(3) 商品期末棚卸高 36,281 614,166 31,880 579,386 

２ 興行経費  408 418 

売上原価計  614,575 73.7 579,805 73.6

売上総利益  219,295 26.3 207,968 26.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 宣伝費 22,609 19,664   

２ 商品送達費 23,366 19,321   

３ 通信費 3,068 2,675   

４ 貸倒引当金繰入額 21 12   

５ ポイント費用引当金 
繰入額 

13 78   

６ 役員報酬及び 
従業員給料手当 

46,099 42,151   

７ 従業員賞与 11,699 10,240   

８ 退職給付費用 3,817 3,676   

９ 福利厚生費 8,175 7,690   

10 借地借家料 29,281 29,006   

11 減価償却費 10,610 11,865   

12 水道光熱費 6,748 6,280   

13 業務委託費 17,184 18,203   

14 その他 21,769 204,467 24.5 22,797 193,664 24.6

営業利益  14,828 1.8 14,303 1.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 218 247   

２ 受取配当金 ※１ 901 830   

３ 債務勘定整理益 3,462 3,135   

４ その他 633 5,216 0.6 940 5,153 0.7



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 ※１ 5,163 4,984   

２ 商品棚卸不足 653 476   

３ 債務勘定整理益繰戻損 2,476 2,375   

４ 貸倒引当金繰入額 ― 35   

５ その他 2,126 10,419 1.2 766 8,637 1.1

経常利益  9,624 1.2 10,820 1.4

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金取崩益 27 ―   

２ 固定資産売却益 ※２ 60 9,802   

３ 投資有価証券売却益 404 75   

４ 差入保証金等戻入益 ※３ ― 2,541   

５ その他 ― 492 0.0 116 12,536 1.6

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※４ ― 260   

２ 固定資産除却損 ※５ 2,319 1,462   

３ 店舗閉鎖損失 ※６ 12,853 2,106   

４ 早期退職措置関連損失 ※７ 16,294 190   

５ 役員退職慰労金 64 ―   

６ 投資有価証券評価損 457 0   

７ 関係会社整理損 ※８ 40 262   

８ 関係会社株式評価損 383 635   

９ 子会社投資損失引当金 
  繰入額 

― 189   

10 その他 ― 32,413 3.9 866 5,972 0.8

税引前当期純利益 
又は当期純損失(△) 

 △22,296 △2.7 17,383 2.2

法人税、住民税 
及び事業税 

133 122   

過年度法人税等戻入額 68 ―   

法人税等調整額 △13,662 △13,597 △1.7 16,852 16,974 2.2

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

 △8,698 △1.0 409 0.1

前期繰越利益  24,795 14,748 

当期未処分利益  16,096 15,157 



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日である。 

  

  
前事業年度

(平成17年５月24日) 
当事業年度 

(平成18年５月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 16,096 15,157

Ⅱ 任意積立金取崩額  

特定資産圧縮 
積立金取崩額 

130 130 382 382

合計 16,227 15,540

Ⅲ 利益処分額  

配当金 1,479 1,479 1,478 1,478

Ⅳ 次期繰越利益 14,748 14,061



重要な会計方針 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

(2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法 

時価法 

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債

務)の評価基準及び評価方法 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

売価還元法による原価法(店頭外商品は個別法

による原価法) 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

同左 

(2) 貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

① 本店、銀座店、札幌店他９店 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準により償却 

ただし、建物(附属設備を除く)については定額

法 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

建物(附属設備を除く) 

定額法 

建物(附属設備を除く)以外 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準により償却 

② 千葉店、名古屋栄店、名古屋星ヶ丘店、新潟店 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準により償却 

ただし、賃貸ビルの建物設備及び平成10年４月

１日以降取得した建物(附属設備を除く)につい

ては定額法 

  

③ 福岡店、鹿児島店 

定額法 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準により償却 

  

(2) 無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準により償却 

ただし、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

定額法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準により償却 

(3) 長期前払費用 

同左 



  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支出時の費用としている。 

５ 繰延資産の処理方法 

―――――― 

６ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に債権の回収可能性を

考慮して引当てている。 

６ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当期末にお

けるポイント残高に対する将来の金券発行見積

り額を引き当てている。 

(追加情報) 

平成16年11月に、販売促進を目的としたポイン

トカード制度を導入した。 

これにより、当期末より、将来のポイント使用

に備えるためポイント費用引当金を計上してい

る。 

当期に発生した繰入額13百万円は販売費及び一

般管理費に計上している。 

(2) ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当期末にお

けるポイント残高に対する将来の金券発行見積

り額を引き当てている。 

―――――― 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生していると認められる

額を引当てている。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)に

よる定額法により按分した額を費用処理してい

る。 

数理計算上の差異については、各期の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(13年)による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌期から費用処理している。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(4) 子会社投資損失引当金 

債務超過の解消に長期間を要すると判断される

子会社の損失に備えるため、当該子会社の資産

内容等を勘案し、当社が負担することとなる損

失見込額のうち、当該子会社に対し引当ててい

る貸倒引当金を超える金額について引当ててい

る。 

(4) 子会社投資損失引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。 

７ リース取引の処理方法 

同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

８ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

為替予約取引について振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を、金利スワップ取引に

ついて特例処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用している。 

８ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

為替予約取引、金利スワップ取引 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

同左 

② ヘッジ対象 

外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引、借入

金の支払金利 

② ヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

当社のデリバティブ取引管理規定に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リスクを回避するこ

とを目的としてヘッジ取引を利用している。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関す

る重要な条件が同一であるため、有効性の判定

は省略している。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。 

９ その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

―――――― 減価償却方法の変更 

有形固定資産の減価償却方法に関して、従来、平成15年

９月１日付で実施した新設合併後も各店舗ごとに、それ

ぞれ合併前の異なる減価償却方法を引続き採用していた

が、当事業年度から下記の通り変更することとした。 

 ①千葉店、名古屋栄店、星ヶ丘店、新潟店 

平成10年４月１日前に取得した賃貸ビル以外の建物 

(附属設備を除く）について、定率法から定額法に

変更。 

また、賃貸ビルの建物附属設備について定額法から

定率法に変更。 

 ②福岡店、鹿児島店 

建物（附属設備を除く）以外の有形固定資産につい

て定額法から定率法に変更。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資産管理システ

ムの統合が、当事業年度に完了したのを機に減価償却方

法の見直しを行い、全社的に有形固定資産の減価償却方

法を統一してより望ましい会計方針を採用するために行

ったものである。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して販

売費及び一般管理費は126百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は126百万円減少してい

る。 



表示方法の変更 
  

  

追加情報 
  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

(貸借対照表関係) 

前事業年度まで固定負債の「その他」に含めていた「長

期未払金」については、負債及び資本の合計額の1/100

を超えたため、当事業年度より区分掲記することとし

た。なお、前事業年度の「長期未払金」は、1,626百万

円である。 

(貸借対照表関係) 

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めていた「短

期貸付金」については、資産総額の1/100を超えたた

め、当事業年度より区分掲記することとした。なお、前

事業年度の「短期貸付金」は、799百万円である。 

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

平成16年９月30日付で次のとおり固定資産の売買契約を

締結し、平成17年５月末に引渡しを行う予定である。 

譲渡物件 

  

大阪店店舗及び駐車場の土地、建物 

(大阪市中央区高麗橋一丁目) 

譲渡先 株式会社長谷工コーポレーション 

譲渡価額 9,735百万円 

譲渡益見込額 9,140百万円(概算) 

譲渡の理由 

  

大阪店の閉鎖により売却するものであ

る。 

１．法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示方法 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法

律第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当期から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上している。 

この結果、販売費及び一般管理費は561百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

561百万円減少している。 

２．新店舗出店の決議 

平成17年10月13日開催の取締役会において、西日本

旅客鉄道株式会社とそのグループ会社である大阪タ

ーミナルビル株式会社とかねてより協議していた、

ＪＲ大阪駅新北ビル内商業施設の百貨店ゾーンへの

出店を決議した。 

店舗名   株式会社三越 大阪店 

場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨店ゾーン 

地下２階～10階部分に出店 

売場面積  約50,000平方メートル 

開業時期  2011年(平成23年) 春 予定 

売上目標  55,000百万円(開店後１年間) 

投資額   40,000百万円 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18年２月28日) 

※１ 担保に供している資産 

   上記物件は、短期借入金616百万円及び長期借入

金304百万円の担保に供している。 

建物 4,751百万円

土地 73,000百万円

合計 77,751百万円

※１ 担保に供している資産 

   上記物件は、短期借入金304百万円の担保に供し

ている。 

建物 4,637百万円

土地 73,000百万円

合計 77,637百万円

※２ 発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株数 普通株式 1,000,000千株

発行済株式総数 普通株式 515,022千株

※２ 発行する株式及び発行済株式の総数 

授権株数 普通株式 1,000,000千株

発行済株式総数 普通株式 515,022千株

※３ 自己株式の保有数 普通株式 21,934千株 ※３ 自己株式の保有数 普通株式 22,111千株

※４ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

預り金 42,840百万円

※４ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

短期貸付金 12,966百万円

預り金 44,686百万円

 ５ 偶発債務 

  (2) 関係会社銀行借入金保証予約 

(1) 従業員住宅ローン保証 3,649百万円

㈱三越不動産 24,989百万円

㈱三越物流 1,950百万円

㈱三越環境サービス 281百万円

三越縫製㈱ 219百万円

㈱三越ブライダル・ 
エクセレンス 

209百万円

フランス三越S.A.S. 152百万円

合計 27,802百万円

偶発債務合計 31,452百万円

 ５ 偶発債務 

  (2) 関係会社銀行借入金保証予約 

(1) 従業員住宅ローン保証 2,551百万円

㈱三越不動産 15,905百万円

㈱三越物流 1,700百万円

フランス三越S.A.S. 275百万円

英国三越ＬＴＤ. 90百万円

合計 17,971百万円

偶発債務合計 20,522百万円

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に
規定する純資産額 

698百万円

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に
規定する純資産額 

1,877百万円

※７ 未払金には、早期退職特別優遇措置に関連するも

のが、19,184百万円含まれている。 

―――――― 

※８ 長期未払金には、早期退職特別優遇措置に関連す

るものが、6,880百万円含まれている。 

―――――― 

――――――  ９ 貸出コミットメント 

子会社８社とグループＣＭＳに係る基本約定を締

結し、貸付限度額を設定している。 

これらの契約に基づく当事業年度末の貸付未実行

残高は次のとおりである。 

ＣＭＳによる貸付限度額 17,400百万円

貸付実行残高 721百万円

差引未実行残高 16,678百万円



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりである。 

受取配当金 610百万円

支払利息 2,626百万円

※１ 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりである。 

受取配当金 491百万円

支払利息 2,607百万円

※２ 固定資産売却益は、土地の売却によるものであ

る。 

※２ 固定資産売却益は、土地の売却によるものであ

る。 

―――――― ※３ 差入保証金等戻入益は、閉鎖店舗に係る賃借店舗

の撤退条件変更による差入保証金及び原状回復費

用等の戻入益である。 

  

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

―――――― 

建物設備 1,945百万円

器具備品 176百万円

その他 198百万円

合計 2,319百万円

※４ 固定資産売却損は、土地の売却によるものであ

る。 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物設備 1,198百万円

器具備品 172百万円

その他 91百万円

合計 1,462百万円

※６ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗に係る損失

であり、内訳は次のとおりである。 

固定資産除却損 3,763百万円

店舗賃貸借契約解約損 9,090百万円

合計 12,853百万円

※６ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗に係る損失

であり、内訳は次のとおりである。 

固定資産除却損 527百万円

店舗賃貸借契約解約損 1,578百万円

合計 2,106百万円

※７ 早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置

による退職者への特別退職金等であり、内訳は次

のとおりである。 

特別退職金 15,556百万円

再就職関連費用 507百万円

その他 231百万円

合計 16,294百万円

※７ 早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置

による退職者への特別退職金等である。 

※８ 関係会社整理損は、子会社である名古屋三越クチ

ュール株式会社を清算することに伴う損失見込額

である。 

※８ 関係会社整理損は、子会社である株式会社サンナ

カムラを清算することに伴う損失見込額である。 



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

借手側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

借手側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  器具備品 

取得価額相当額 3,321百万円

減価償却累計額相当額 1,306百万円

期末残高相当額 2,015百万円

  器具備品 

取得価額相当額 5,611百万円

減価償却累計額相当額 1,769百万円

期末残高相当額 3,842百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定してい

る。 

１年内 620百万円

１年超 1,394百万円

合計 2,015百万円

②未経過リース料期末残高相当額 

(注)       同左 

１年内 1,095百万円

１年超 2,747百万円

合計 3,842百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 700百万円

減価償却費相当額 700百万円

③支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,162百万円

減価償却費相当額 1,162百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

(1) 借手側 

未経過リース料 

１年内 3,100百万円

１年超 40,712百万円

合計 43,813百万円

２ オペレーティング・リース取引 

(1) 借手側 

未経過リース料 

１年内 2,995百万円

１年超 37,924百万円

合計 40,919百万円

(2) 貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,070百万円

１年超 7,285百万円

合計 9,355百万円

(2) 貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,070百万円

１年超 5,215百万円

合計 7,285百万円



(有価証券関係) 

前事業年度末(平成17年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

当事業年度末(平成18年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度
(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産) 

貸倒引当金損金算入限度 
超過額 

539百万円

退職給付引当金損金算入 
限度超過額 

15,464百万円

減価償却費損金算入限度 
超過額 

1,677百万円

早期退職措置関連損失 10,596百万円

店舗閉鎖損失 4,970百万円

繰越欠損金 7,171百万円

合併受入資産評価損 26,950百万円

その他 6,427百万円

繰延税金資産小計 73,797百万円

評価性引当額 △22,142百万円

繰延税金資産合計 51,655百万円

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △478百万円

特定資産圧縮積立金 △1,874百万円

合併受入資産評価益 △68,302百万円

その他 △534百万円

繰延税金負債合計 △71,190百万円

繰延税金負債の純額 △19,535百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

(繰延税金資産)  

貸倒引当金損金算入限度
超過額 

589百万円

退職給付引当金損金算入
限度超過額 

15,961百万円

減価償却費損金算入限度
超過額 

1,564百万円

未払事業税否認 228百万円

繰越欠損金 14,081百万円

合併受入資産評価損 26,546百万円

その他 7,211百万円

繰延税金資産小計 66,184百万円

評価性引当額 △31,740百万円

繰延税金資産合計 34,444百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △1,288百万円

特定資産圧縮積立金 △1,612百万円

合併受入資産評価益 △68,302百万円

その他 △438百万円

繰延税金負債合計 △71,641百万円

繰延税金負債の純額 △37,196百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.05％

(調整) 

交際費、寄付金等永久に損金に 
算入されない項目 

△1.75％

住民税均等割 △0.60％

評価性引当額の減少額 24.37％

その他 △3.08％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

60.99％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.69％

(調整)  

交際費、寄付金等永久に損金に
算入されない項目 

1.45％

住民税均等割 0.70％

評価性引当額の増加額 55.21％

その他 △0.41％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率 

97.65％



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 216円77銭 １株当たり純資産額 216円85銭

１株当たり当期純損失 17円64銭 １株当たり当期純利益 83銭

  
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

77銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失のため、記載をしていない。 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失  

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円) 

△8,698 409

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円) 

△8,698 409

普通株式の期中平均株式数(株) 493,239,598 492,996,227

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

 当期純利益調整額(百万円) ― ―

 普通株式増加数(株) ― 40,556,252

 (うち新株予約権付社債(株)) (―) (40,345,821)

 (うち新株予約権(株)) (―) (210,431)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

(新株予約権)
・平成16年５月27日株主
総会の特別決議 
(新株予約権付社債) 
・ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債 
なお、これらの概要は、
「第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況 (2) 
新株予約権等の状況」に
記載のとおりである。 

―――――― 



(重要な後発事象) 

前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

 該当事項なし。 

  

当事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

当社グループの物流事業再構築の一環として、当社の連結子会社である株式会社三越物流の事業を終了すること

に伴い、下記の通り退職特別措置による退職者の募集を行うこととした。 

  

①退職者募集の内容 

募集対象者 平成18年４月７日時点で当社から株式会社三越物流へ出向している当社社員 

募集期間  平成18年４月24日から平成18年５月12日まで       

応募人員  73名 

退職日   平成18年８月31日 

  

②損益に与える影響額 

特別退職金の支出等により、平成19年２月期に1,104百万円の特別損失を計上する予定である。 

  

  

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 
株式数
(株) 

貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 

サクラ・プリファードキャピタル 3,750 3,750

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 724 1,267

松竹㈱ 985,000 1,179

三井生命保険㈱ 20,031 1,001

MTHプリファードキャピタル２ 800 800

三井物産㈱ 435,528 696

㈱セントラルファイナンス 605,961 610

㈱歌舞伎座 115,000 561

㈱みずほフィナンシャルグループ 576 539

全日本空輸㈱ 974,222 415

その他167銘柄 4,739,130 3,417

計 7,880,722 14,237



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) (1) 当期増加額のうち主なものは次のとおりである。 

(2) 当期減少額のうち主なものは次のとおりである。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

建物設備 254,352 15,677 17,218 252,811 147,157 9,640 105,654

構築物 2,108 27 175 1,961 1,598 32 362

機械装置 5,612 262 309 5,566 3,739 308 1,826

車両運搬具 78 0 8 71 65 1 5

器具備品 18,666 820 2,068 17,419 12,943 1,129 4,476

土地 195,879 ― 863 195,016 ― ― 195,016

建設仮勘定 11,617 10,046 20,211 1,451 ― ― 1,451

有形固定資産計 488,316 26,836 40,854 474,297 165,505 11,112 308,792

無形固定資産       

借地権 24,562 ― 36 24,525 ― ― 24,525

ソフトウェア 3,198 970 558 3,611 1,638 742 1,972

その他 541 996 980 557 88 9 469

無形固定資産計 28,302 1,966 1,575 28,694 1,726 752 26,967

長期前払費用 6,336 248 42 6,542 1,913 376 4,628

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

建物設備 ラシック新設 10,328百万円

  新宿アルコット店改装 1,665百万円

  名古屋栄店改装 1,088百万円

建設仮勘定 ラシック新設 2,001百万円

  新宿アルコット店改装 1,991百万円

  名古屋栄店改装 1,367百万円

建物設備 横浜店閉鎖 5,593百万円

  大阪店閉鎖 4,806百万円

  倉敷店閉鎖 1,400百万円



【資本金等明細表】 

  

(注) (1) 当期末における自己株式数は22,111,608株である。 

(2) その他資本剰余金の増加の原因は、単元未満株式の株主への譲渡によるものである。 

(3) 任意積立金の減少の原因は、前期決算の利益処分によるものである。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等によるものである。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 37,404 ― ― 37,404

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式  (注)(1) (株) (515,022,356) (―) (―) (515,022,356)

普通株式 (百万円) 37,404 ― ― 37,404

計 (株) (515,022,356) (―) (―) (515,022,356)

計 (百万円) 37,404 ― ― 37,404

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)(注)(2)     

合併差益 (百万円) 41,458 ― ― 41,458

(その他資本剰余金)     

自己株式処分差益 (百万円) 46 20 ― 67

計 (百万円) 41,504 20 ― 41,525

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (百万円) 8,564 ― ― 8,564

(任意積立金)(注)(3)   

特定資産圧縮積立金 (百万円) 2,863 ― 130 2,732

計 (百万円) 11,428 ― 130 11,297

区分 
前期末残高 

(百万円) 

当期増加額 

(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 

(百万円) 

貸倒引当金 1,668 300 199 76 1,693

子会社投資損失引当金 158 274 ― ― 432

ポイント費用引当金 12 78 12 ― 78



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 受取手形 

相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 3,917

預金の種類  

当座預金 12,133

普通預金他 1,536

計 13,670

合計 17,587

相手先 金額(百万円)

株式会社セントラルファイナンス 151

株式会社日専連えひめ 68

三井住友建設株式会社 68

株式会社銭高組 47

ＵＦＪニコス株式会社 44

その他 258

合計 638

期日 金額(百万円)

平成18年３月満期 140

    ４月満期 148

    ５月満期 118

    ６月満期 118

    ７月満期 30

    ８月以降満期 82

合計 638



③ 売掛金 

相手先別内訳 

  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

  

  

  

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。 

  

④ 商品 

  

  

相手先 金額(百万円)

日本郵政公社 648

朝日新聞販売サービス株式会社 464

日本大学本部 349

株式会社うすい百貨店 242

鹿島建設株式会社 181

その他 30,215

合計 32,101

前期繰越高 
(百万円) 

当期発生高 
(百万円) 

当期回収高
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

44,623 445,850 458,372 32,101 

回収率＝ 
当期回収高 

×100＝93.5％
前期繰越高＋当期発生高 

滞留期間＝ 

1 
×(前期繰越高＋期末残高)

×365＝31.4日 
2 

当期発生高 

区分 金額(百万円)

衣料品 17,008

身の回り品 5,714

雑貨 6,419

家庭用品 1,703

食料品 980

サービスその他 53

合計 31,880



⑤ 貯蔵品 

  

  

⑥ 差入保証金 

  

  

⑦ 買掛金 

  

  

⑧ １年内償還新株予約権付社債 

  

  

区分 金額(百万円)

ポイントカード 39

社員用制服 27

駐車場回数券 25

三越カード 21

事務用消耗品他 59

合計 173

区分 金額(百万円)

保証金 12,185

敷金 25,920

合計 38,105

相手先 金額(百万円)

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 1,633

LVJグループ株式会社 ルイ・ヴィトン ジャパン カ
ンパニー 

1,442

レオドール商事株式会社 550

株式会社ドンク 511

株式会社二幸 505

その他 33,211

合計 37,856

区分 金額(百万円)

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 28,000



⑨ 短期借入金 

  

(注)「その他」の中には連結子会社を対象にしたグループＣＭＳの運用による借入金2,350百万円が含まれている。 

  

⑩ 商品券 

  

  

⑪ 預り金 

  

  

  

相手先 金額(百万円)

株式会社三井住友銀行 13,481

中央三井信託銀行株式会社 6,462

株式会社みずほコーポレート銀行 4,799

日本生命保険相互会社 3,000

太陽生命保険株式会社 2,500

その他 28,244

合計 58,488

区分 金額(百万円)

自社商品券 3,694

百貨店共通商品券 27,709

合計 31,404

区分 金額(百万円)

関係会社預り金 44,686

商品お取替券 423

給料源泉税 297

その他 1,102

合計 46,509



⑫ 長期借入金 

  

  

⑬ 退職給付引当金 

  

  

相手先 金額(百万円)

株式会社三井住友銀行 38,426

中央三井信託銀行株式会社 12,840

株式会社みずほコーポレート銀行 11,090

農林中央金庫 6,160

株式会社福岡銀行 4,860

その他 35,130

合計 108,506

区分 金額(百万円)

退職給付債務 52,328

未認識過去勤務債務 3,115

未認識数理計算上の差異 △7,252

年金資産 △9,337

合計 38,853



(3) 【その他】 

該当事項なし。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注）（1）平成18年５月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、剰余金の配当等の決定機関 

      を取締役会とし、取締役会は基準日を定めて剰余金の配当をすることができることとしたため、中間配 

      当に関する規定を削除した。 

   （2）平成18年５月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当社の公告方法は次のとお 

      りとなった。 

      当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公 

      告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

      なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりである。 

決算期 ２月末日

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日

株券の種類 
1,000株券、10,000株券、必要により1,000株未満の株数を表示した株券を発行するこ
とができる。 

中間配当基準日 ８月31日（注）（1） 

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都港区芝３丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店

  株主名簿管理人 東京都港区芝３丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店、日本証券代行株式会社 本店及び全国各支
店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき200円(併合等による場合は無料)

単元未満株式の買取り 
及び買増し 

  

  取扱場所 東京都港区芝３丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社 本店

  株主名簿管理人 東京都港区芝３丁目33番１号 中央三井信託銀行株式会社

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店、日本証券代行株式会社 本店及び全国各支
店 

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 東京都において発行する日本経済新聞（注）（2）

株主に対する特典 

① ２月末日及び８月31日現在で1,000株以上保有している株主(実質株主を含む。以

下同じ)に対し「株主お買物優待券」(買物割引券)を発行し、当社各店で現金での

お買上に限り７％引きの割引販売を行っている。 

② 優待券発行基準 

③ ○２月末日現在の株主には５月31日までに発行。 

    有効期限 12月31日まで。 

  ○８月31日現在の株主には11月30日までに発行。 

    有効期限 翌年６月30日まで。 

保有株式数 1,000株以上3,000株未満………15枚 

〃 3,000株以上5,000株未満………30枚 

〃 5,000株以上8,000株未満………45枚 

〃 8,000株以上 ……………………60枚 



      http://www.mitsukoshi.co.jp/ 

  

  



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

(1)  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第２期) 

自 平成16年３月１日
至 平成17年２月28日

  
平成17年５月25日 
関東財務局長に提出 

            

(2)  半期報告書 (第３期中) 
自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日

  
平成17年11月11日 
関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年５月24日

株式会社 三 越 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社三越及び連結子会社の平成17年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新 日 本 監 査 法 人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  田  口  茂  雄  ㊞ 

関与社員   公認会計士  中  村  雅  一  ㊞ 

関与社員   公認会計士  関  口  弘  和  ㊞ 

関与社員   公認会計士  阪  中     修  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月23日

株式会社 三 越 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社三越及び連結子会社の平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新 日 本 監 査 法 人 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  口  茂  雄  ㊞ 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  村  雅  一  ㊞ 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  阪  中     修  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年５月24日

株式会社 三 越 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社三越の平成17年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新 日 本 監 査 法 人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  田  口  茂  雄  ㊞ 

関与社員   公認会計士  中  村  雅  一  ㊞ 

関与社員   公認会計士  関  口  弘  和  ㊞ 

関与社員   公認会計士  阪  中     修  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年５月23日

株式会社 三 越 

取 締 役 会 御 中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社三越の平成18年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新 日 本 監 査 法 人 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  口  茂  雄  ㊞ 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  村  雅  一  ㊞ 

指 定 社員 
業務執行社員

  公認会計士  阪  中     修  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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